
C5381-341

�低圧サージ防護用部品―第341部：サージ防護
�サイリスタ（TSS）の要求性能及び試験方法

特記事項 

本PDFファイルは音声読上げ用です。閲覧を目的としたPDFファイルではありません。 

JIS案等の閲覧は，閲覧用ファイルをご利用ください。 

音声読上げする場合は、PDF文章の音声再生が可能なツールをご利用ください。 

ご利用の環境によっては，音声の読上げがされないことがあります。 

本PDFファイルの情報はJIS案等から機械的に抽出したテキスト情報で構成されています。 

これらは音声読上げに最適化されたものではありませんので，規格の内容が正しく読み上げされない可

能性があることをご了承願います。 



 
C 5381-341：9999  

（1） 

著作権法により無断での複製，転載等は禁止されております。 

目 次 

ページ 

序文 ··································································································································· 1 
1 適用範囲 ························································································································ 1 
2 引用規格 ························································································································ 2 
3 用語，定義，略語及び図記号 ····························································································· 2 
3.1 パラメータの用語，記号及び定義 ····················································································· 2 
3.2 一般用語 ······················································································································ 2 
3.3 主端子に関連する定格 ···································································································· 3 
3.4 主端子に関連する性能 ···································································································· 4 
3.5 追加及び派生のパラメータ ······························································································ 5 
3.6 温度に関連するパラメータ ······························································································ 5 
3.7 ゲート端子に関連するパラメータ ····················································································· 6 
3.8 略語 ···························································································································· 8 
3.9 電気用図記号 ················································································································ 8 
4 TSS の種類 ····················································································································· 9 
5 使用条件 ······················································································································· 11 
5.1 通常の使用条件 ············································································································ 11 
5.2 保管温度範囲，Tstgmin～Tstgmax ·························································································· 12 

6 機械的要求性能及び識別 ·································································································· 12 
6.1 端子強度 ····················································································································· 12 
6.2 はんだぬれ性 ··············································································································· 12 
6.3 表示 ··························································································································· 12 
6.4 文書 ··························································································································· 12 
7 標準試験方法 ················································································································· 13 
7.1 故障率 ························································································································ 13 
7.2 試験条件 ····················································································································· 13 
7.3 定格の試験方法 ············································································································ 14 
7.4 性能試験方法 ··············································································································· 21 
附属書 A（参考）一般的なインパルス波形 ··············································································· 36 
附属書 B（参考）IEC 60747-6 で規定するサイリスタ用語···························································· 44 
附属書 C（参考）追加パラメータの試験 ·················································································· 60 
附属書 D（規定）推奨値 ······································································································· 69 
附属書 JA（規定）TSS の基本性能及びデバイスの説明 ······························································· 72 
参考文献 ···························································································································· 79 
附属書 JB（参考）JIS と対応国際規格との対比表 ······································································ 81 
 



 
C 5381-341：9999  

（2） 

著作権法により無断での複製，転載等は禁止されております。 

まえがき 

この規格は，産業標準化法第 16 条において準用する同法第 14 条第 1 項の規定に基づき，認定産業標準

作成機関である一般財団法人日本規格協会（JSA）から，産業標準の案を添えて日本産業規格を改正すべ

きとの申出があり，経済産業大臣が改正した日本産業規格である。これによって，JIS C 5381-341:2005
は改正され，この規格に置き換えられた。 

この規格は，著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が，特許権，出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣は，このような特許権，出願公開後の特許出願及び実用新案権に関わる確認に

ついて，責任はもたない。 

JIS C 5381 規格群（低圧サージ防護デバイス）は，次に示す部で構成する。 

JIS C 5381-11 第 11 部：低圧配電システムに接続する低圧サージ防護デバイスの要求性能及び試験

方法 

JIS C 5381-12 第 12 部：低圧電源システムに接続するサージ防護デバイスの選定及び適用基準 

JIS C 5381-21 第 21 部：通信及び信号回線に接続するサージ防護デバイス（SPD）の要求性能及び

試験方法 

JIS C 5381-22 第 22 部：通信及び信号回線に接続するサージ防護デバイス（SPD）の選定及び適用

基準 

JIS C 5381-31 第 31 部：太陽電池設備の直流側に接続するサージ防護デバイスの要求性能及び試験

方法 

JIS C 5381-32 第 32 部：太陽電池設備の直流側に接続するサージ防護デバイスの選定及び適用基準 

JIS C 5381 規格群（低圧サージ防護用部品）は，次に示す部で構成する。 

JIS C 5381-311 第 311 部：ガス入り放電管（GDT）の要求事項及び試験回路 

JIS C 5381-312 第 312 部：ガス入り放電管（GDT）の選定及び適用基準 

JIS C 5381-321 低圧サージ防護デバイス用アバランシブレークダウンダイオード（ABD）の試験方

法 

JIS C 5381-331 第 331 部：金属酸化物バリスタ（MOV）の要求性能及び試験方法 

JIS C 5381-341 第 341 部：サージ防護サイリスタ（TSS）の要求性能及び試験方法 

JIS C 5381-351 第 351 部：通信・信号回線に接続するサージアイソレーショントランス（SIT）の要

求性能及び試験方法 

JIS C 5381-352 第 352 部：通信・信号回線に接続するサージアイソレーショントランス（SIT）の選

定及び適用基準 
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日本産業規格（案）       JIS 
 C 5381-341：9999 
  

低圧サージ防護用部品－ 
第 341 部：サージ防護サイリスタ（TSS）の 

要求性能及び試験方法 
Components for low-voltage surge protection-Part 341: Performance 

requirements and test circuits for thyristor surge suppressors (TSS) 
 

序文 

この規格は，2020 年に第 2 版として発行された IEC 61643-341 を基に，TSS の基本的性能及びデバイス

の説明を追加して，技術的内容及び構成を変更することなく作成した日本産業規格である。 

なお，この規格で点線の下線を施してある箇所は，対応国際規格を変更している事項である。技術的差

異の一覧表にその説明を付けて，附属書 JB に示す。 

1 適用範囲 

この規格は，サージ防護サイリスタ（以下，TSS という。）の要求性能及び試験方法について規定する。

TSS は，電圧制限及び電圧スイッチング動作によって，過電圧を制限し，サージ電流を分流することを目

的としたサージ防護部品（SPC）で，特別に設計したサイリスタである。TSS は，交流 1 000 V 以下及び直

流 1 500 V 以下の情報通信技術（ICT）ネットワークに接続する機器及びサージ防護デバイス（SPD）に用

いている。この規格は，第三象限（-v 及び-i の領域）に阻止，導通及びスイッチングの特性を備えたゲー

ト付き TSS 又はゲートなし TSS に適用する。 

この規格は，次の事項からなる。 

・ 技術用語 

・ 記号 

・ 重要な定格及び性能 

・ 定格の検証及び性能試験 

この規格は，IEC 60747-6 で規定する既存の 3 端子サイリスタには，適用しない。 

注記 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を，次に示す。 
IEC 61643-341:2020，Components for low-voltage surge protection－Part 341: Performance requirements 

and test circuits for thyristor surge suppressors (TSS)（MOD） 

なお，対応の程度を表す記号“MOD”は，ISO/IEC Guide 21-1 に基づき，“修正している”こと

を示す。 
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2 引用規格 

次に掲げる引用規格は，この規格に引用されることによって，その一部又は全部がこの規格の要求事項

を構成している。この引用規格は，記載の年の版を適用し，その後の改正版（追補を含む。）は適用しない。 

注記 対応国際規格には，IEC 60050-521 が引用規格として記載されているが，本文での引用がないた

め削除した。 

JIS C 60068-2-20:2010 環境試験方法－電気・電子－第 2-20 部：試験－試験 T－端子付部品のはんだ

付け性及びはんだ耐熱性試験方法 
注記 対応国際規格における引用規格：IEC 60068-2-20:2008，Environmental testing－Part 2-20: Tests

－Test T: Test methods for solderability and resistance to soldering heat of devices with leads 

3 用語，定義，略語及び図記号 

この規格で用いる主な用語，定義，略語及び図記号は，次による。 

3.1 パラメータの用語，記号及び定義 

必要に応じて既存のサイリスタ（IEC 60747-6 参照）及び整流ダイオード（IEC 60747-2 参照）の規格で

規定する用語，定義及び記号を用いている。TSS の定義は，既存のサイリスタの定義と等しい又は類似し

ている。用語の増加を防ぐため，この規格で用いる“サイリスタ”という用語は，TSS と同義である。 

注記 1 IEC 60747-1 の 4.2.2（基本的な記号）では，“IEC 60027 の記号 V 及び記号 v は，電圧だけを示

す限定的な記号として推奨している。ただし，これは，半導体デバイスの分野では，多くの場

合，電圧を示す記号 U 及び記号 u と同じ意味で，記号 V 及び記号 v を用いているためである。”

と記載されている。この規格では，電圧を示す記号 U 及び記号 u の代わりに，記号 V 及び記号

v を用いている。 

注記 2 幾つかの代表的な記号がある場合，最も一般的に用いる記号を最初に示している。 

注記 3 IEC 60747-6 で規定するサイリスタ用語は附属書 B を参照。 

3.2 一般用語 

3.2.1 
情報通信技術，ICT（information and communications technologies，ICT） 
情報及び通信（電気通信）の技術を活用した分野 
（出典：ISO/IEC TR 24704:2004 の 3.1.5） 

3.2.2 
過電流（overcurrent） 
正常動作状態で定常状態における最大電流のピーク値を超えるピーク値をもつ任意の電流 
（出典：IEC TR 60664-2-1:2011 の 3.21 の“電圧”を“電流”に置き換えた） 

3.2.3 
過電圧（overvoltage） 
正常動作状態で定常状態における最大電圧のピーク値を超えるピーク値をもつ任意の電圧 
（出典：IEC TR 60664-2-1:2011 の 3.21） 
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3.2.4 
サージ防護デバイス，SPD（surge protective device，SPD） 
サージによって生じた電圧が所定の値を超えたとき，指定するポート又は複数のポートの電圧を制限す

るデバイス 

注釈 1 端子電流を制限するための電流制限のような第 2 の機能を組み込んでもよい。 

注釈 2 通常，防護回路は，一つ以上の非線形の電圧制限サージ防護部品を備えている。 

注釈 3 SPD は，回路導体に接続する端子を備えた完成品である。 
（出典：JIS C 5381-21:2014 の 3.8） 

3.3 主端子に関連する定格 

阻止，導通及びスイッチング象限の適切な要求性能に関する定格は，次による。 

3.3.1 
繰返しピークオフ電圧，VDRM（repetitive peak off-state voltage，VDRM） 
繰返しのない過渡電圧を除き，繰り返して生じる過渡電圧を含む，オフ状態での電圧のピーク値 
（出典：IEC 60747-6:2000 の 3.5.12 の注記を削除） 

3.3.2 
繰返しピークオン電流，ITRM（repetitive peak on-state current，ITRM） 
繰り返して生じる過渡電流を含む，オン状態での電流のピーク値 
（出典：IEC 60747-6:2000 の 3.6.15 の図を削除） 

3.3.3 
サージオン電流，ITSM（surge on-state current，ITSM） 
デバイスの耐用年数の間に，異常な回路状態の結果，限られた回数だけ生じると仮定する，仮想接合温

度の最大定格を超える原因となる又は超える可能性がある，短時間及び規定する波形のオン電流パルス 
（出典：IEC 60747-6:2000 の 3.6.17 の“例えば，故障”及び“図 4 参照”を削除） 

3.3.4 
非繰返しピークインパルス電流，IPP（non-repetitive peak impulse current，IPP） 
指定する振幅及び波形のインパルス電流のピーク値 

注釈 1 IPP は，TSS に印加してもよいインパルス電流の最大定格である。 

3.3.5 
（片方向サイリスタの）繰返しピーク逆電圧，VRRM［repetitive peak reverse voltage (of a unidirectional 
thyristor)，VRRM］ 
繰返しのない過渡電圧を除き，繰り返して生じる過渡電圧を含む，逆電圧のピーク値 
（出典：IEC 60747-6:2000 の 3.5.6 の注記を削除） 

3.3.6 
非繰返しサージ順電流，IFSM（non-repetitive surge forward current，IFSM） 
デバイスの耐用年数の間に，異常な回路状態（例えば，故障）の結果，限られた回数だけ生じると仮定

する，接合温度の最大定格を超える原因となる又は超える可能性がある，短時間及び規定する波形の順電

流パルス 
（出典：IEC 60747-2:2000 の 3.3.6 に“非繰返し”を追加） 
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3.3.7 
繰返しピーク順電流，IFRM［repetitive peak forward current (diode)，IFRM］ 
繰り返して生じる過渡電流を含む，順電流のピーク値 
（出典：IEC 60747-2:2000 の 3.3.4） 

3.3.8 
臨界オン電流上昇率，diT/dtcr（critical rate of rise of on-state current，diT/dtcr） 
サイリスタに有害な影響がなく耐えることが可能なオン電流の上昇率の最大値 
（出典：IEC 60747-6:2000 の 3.6.23） 

3.4 主端子に関連する性能 

3.4.1 
オフ電圧，VD（off-state voltage，VD） 
サイリスタがオフ状態でのアノード電圧，主電圧又はサイリスタ電圧 
（出典：IEC 60747-6:2000 の 3.5.9） 

3.4.2 
オフ電流，ID（off-state current，ID） 
サイリスタがオフ状態でのアノード電流，主電流又はサイリスタ電流 
（出典：IEC 60747-6:2000 の 3.6.26） 

3.4.3 
ピークオフ電流，IDRM（peak off-state current，IDRM） 
繰返しピークオフ電圧 VDRM を印加した結果生じる，オフ状態での電流の最大値（ピーク値） 

3.4.4 
ブレークオーバ電圧，V(BO)［breakover voltage，V(BO)］ 
ブレークオーバポイントの電圧 
（出典：IEC 60747-6:2000 の 3.5.1） 

3.4.5 
保持電流，IH（holding current，IH） 
サイリスタがオン状態を保持可能な最小のアノード電流，主電流又はサイリスタ電流 
（出典：IEC 60747-6:2000 の 3.6.25） 

3.4.6 
オフ状態静電容量，Co，CJ（off-state capacitance，Co, CJ） 
指定する周波数 f，振幅 Vd，及び指定するオフ電圧 VD と等しい直流バイアスで測定する，オフ状態で

の指定する端子間の静電容量 

3.4.7 
繰返しピーク逆電流，IRRM（repetitive peak reverse current，IRRM） 
繰返しピーク逆電圧 VRRMを印加した結果生じる，逆電流の最大値（ピーク値） 

3.4.8 
順リカバリ電圧，VFRM［forward recovery voltage (diode)，VFRM］ 
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ゼロ又は指定する逆電圧から指定する順電流に瞬間的にスイッチングした後の，順リカバリ時間の間に

生じる変動電圧 
（出典：IEC 60747-2:2000 の 3.2.3） 

3.5 追加及び派生のパラメータ 

次の派生及び測定パラメータは，比較，特定用途又は統計的工程管理のために必要としてもよい，又は

用いてもよい。 

3.5.1 
ブレークオーバ電流，I(BO)［breakover current，I(BO)］ 
ブレークオーバポイントのアノード電流，主電流又はサイリスタ電流 
（出典：IEC 60747-6:2000 の 3.6.1） 

3.5.2 
オン電圧，VT（on-state voltage，VT） 
サイリスタがオン状態でのアノード電圧，主電圧又はサイリスタ電圧 
（出典：IEC 60747-6:2000 の 3.5.8） 

3.5.3 
オン電流，IT（on-state current，IT） 
サイリスタがオン状態でのアノード電流，主電流又はサイリスタ電流 
（出典：IEC 60747-6:2000 の 3.6.9） 

3.5.4 
順電圧，VF［forward voltage (diode)，VF］ 
順方向に電流が流れた結果生じる端子間の電圧 
（出典：IEC 60747-2:2000 の 3.2.1） 

3.5.5 
順電流，IF［forward current (diode)，IF］ 
順導通状態で TSS に流れる電流 

3.6 温度に関連するパラメータ 

半導体に関連する全ての TSS のパラメータは，温度に依存している。多くの場合，温度に依存する情報

の必要性は，パラメータの最大値又は最小値が，意図する動作温度範囲を超えても有効であることが望ま

しいように指定することであり，削除することが可能である。幾つかの一般的な温度に関連する用語は，

次による。 

3.6.1 
温度による保持電流変化（variation of holding current with temperature） 
グラフで示す，温度変化に伴う保持電流 IH の変化 

3.6.2 
温度ディレーティング（temperature derating） 
指定する基準温度を超える温度で，電圧，電流及び電力を定格値よりも下げて動作させること 

注釈 1 温度ディレーティングは，パーセント（%）で表し，ピークインパルス電流などに適用しても
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よい。 

3.6.3 
熱抵抗，RthJL，RthJC，RthJA（RθJL，RθJC，RθJA）［thermal resistance，RthJL, RthJC, RthJA (RθJL, RθJC, RθJA)］ 
熱平衡の状態で，指定する外部基準点（リード，ケース又は周囲）の温度を超える指定する接合部の単

位消費電力当たりの有効温度上昇 

注釈 1 熱抵抗は，通常，K/W で表しているが，℃/W も代用している。 

3.6.4 
過渡熱インピーダンス，ZthJL(t)，ZthJC(t)，ZthJA(t)［ZθJL(t)，ZθJC(t)，ZθJA(t)］〔transient thermal impedance，
ZthJL(t), ZthJC(t), ZthJA(t)［ZθJL(t), ZθJC(t), ZθJA(t)］〕 
温度差の変化を引き起こす時間間隔後の，仮想接合温度と指定する基準点又は基準領域（リード，ケー

ス又は周囲）との間の温度差の変化量を，同じ時間間隔の始まりでの消費電力のステップ関数の変化量で

除した値 

注釈 1 熱インピーダンスは，通常，K/W で表しているが，℃/W も代用している。 

注釈 2 これは，変化する条件での接合部の熱インピーダンスであり，一般に，印加した電力パルスの

継続時間の関数として曲線で表している。 

3.6.5 
（仮想）接合温度，TJ，TVJ［(virtual) junction temperature，TJ, TVJ］ 

TSS の熱及び電気的挙動の簡易モデルに基づいて計算する接合部の温度を表す理論上の温度 

注釈 1 用語“仮想接合温度”は，特に複数接合半導体に適用し，仕様及び試験方法で要求がある場合，

半導体の動作時の温度を表すために用いている。この規格では，用語“接合温度，TJ”は，互換

性があるように“仮想接合温度，TVJ”として用いている。 

3.6.6 
最大接合温度，TJM（maximum junction temperature，TJM） 

TSS が自己発熱によって劣化せずに耐えることが可能な接合温度の許容最大値 

3.6.7 
保管温度範囲，Tstgmin～Tstgmax（storage temperature range，Tstgmin to Tstgmax） 
電圧を印加しない状態で，TSS を保管することが可能な温度範囲 

3.7 ゲート端子に関連するパラメータ 

3.7.1 
ゲートトリガ電流，IGT（gate trigger current，IGT） 

TSS が，オフ状態からオン状態にスイッチングするために必要なゲート電流の最小値 

3.7.2 
ゲートトリガ電圧，VGT（gate trigger voltage，VGT） 
ゲートトリガ電流 IGT を流すために必要なゲート電圧 

3.7.3 
ゲート隣接端子間ピークオフ電圧，VGDM（gate-to-adjacent terminal peak off-state voltage，VGDM） 

P ゲート TSS のゲートとカソードとの間の最大電圧，又は N ゲート TSS のゲートとカソードとの間の

最大電圧 
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注釈 1 VGDM は，オフ電圧 VD の定格値での，指定するオフ電流 IDを超えないように印加してもよい。 

3.7.4 
ピークオフゲート電流，IGDM（peak off-state gate current，IGDM） 
ゲート隣接端子間ピークオフ電圧 VGDM を印加した結果生じる，最大ゲート電流 

3.7.5 
隣接端子開放時のゲート逆電流，IGAO，IGKO（gate reverse current, adjacent terminal open，IGAO, IGKO） 

P ゲート TSS のカソード端子又は N ゲート TSS のアノード端子が開放状態で，指定するゲートバイア

ス電圧 VGを印加したときにゲート端子に流れる電流 

注釈 1 用語“ゲートバイアス電圧，VG，VGG”は，ゲート付き TSS の試験に用いるパラメータで，製

造業者が指定するものであるが，特に規定がない場合，想定した用途における最大値及び最小

値である（7.2.7 参照）。 

3.7.6 
主端子短絡時のゲート逆電流，IGAS，IGKS（gate reverse current, main terminals short-circuited，IGAS, IGKS） 

P ゲート TSS のカソード端子又は N ゲート TSS のアノード端子が 3 番目の端子と短絡状態で，指定す

るゲートバイアス電圧 VGを印加したときにゲート端子に流れる電流 

注釈 1 この定義は，直列ゲート阻止ダイオードを内蔵した TSS だけに適用する。 

3.7.7 
オン状態のゲート逆電流，IGAT，IGKT（gate reverse current, on-state，IGAT, IGKT） 
指定するゲートバイアス電圧 VGを印加し，指定するオン電流 IT を流したときのゲート端子に流れる電

流 

注釈 1 この定義は，直列ゲート阻止ダイオードを内蔵した TSS だけに適用する。 

3.7.8 
順導通状態のゲート逆電流，IGAF，IGKF（gate reverse current, forward conducting state，IGAF, IGKF） 
指定するゲートバイアス電圧 VGを印加し，指定する順（導通）電流 IFを流したときのゲート端子に流

れる電流 

注釈 1 この定義は，直列ゲート阻止ダイオードを内蔵した，片方向で導通する TSS だけに適用する。 

3.7.9 
ゲートスイッチング電荷，QGS（gate switching charge，QGS） 
インパルス印加時，指定するゲートバイアス電圧 VGを印加したとき，オフ状態からスイッチングポイ

ントに移行する間にゲート端子に流れる電荷 

3.7.10 
ピークゲートスイッチング電流，IGSM（peak gate switching current，IGSM） 
指定するゲートバイアス電圧 VGを印加したとき，オフ状態からスイッチングポイントに移行する間に

ゲート端子に流れる電流の最大値 

3.7.11 
ゲート隣接端子間ブレークオーバ電圧，VGK(BO)，VGA(BO)［gate-to-adjacent terminal breakover voltage，
VGK(BO), VGA(BO)］ 
ブレークオーバポイントでの P ゲート TSS のゲートとカソードとの間の電圧又は N ゲート TSS のゲー

トとアノードとの間の電圧 
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注釈 1 これは，ブレークオーバ電圧 V(BO)と指定するゲートバイアス電圧 VGとの間の電圧差に等しい。 

3.8 略語 

この規格で用いる略語を次に示す。 
略語 用語 用語（英語） 

AC 交流 Alternating Current 
DC 直流 Direct Current 
ICT 情報通信技術 Information & Communication Technology 
TSS サージ防護サイリスタ Thyristor Surge Suppressor 
SPC サージ防護部品 Surge Protective Component 
SPD サージ防護デバイス Surge Protective Device 
TRIAC 双方向 3 端子サイリスタ Triode for Alternating Current (bidirectional triode thyristor) 

3.9 電気用図記号 

サイリスタは，2 端子部品（定電圧）又は追加の端子（ゲート端子）を中央の P 形半導体又は N 形半導

体に接続することで構成可能となる。さらに，サイリスタは，一つのスイッチング象限（片方向）又は二

つのスイッチング象限（双方向）で構成可能となる。JIS C 0617-5 の識別番号の S00650 及び S00651 に基

づく，2 端子定電圧で一つのスイッチング象限を備えた TSS の電気用図記号を，図 1 に示す。スイッチン

グ象限の特性は，図 1～図 3 に示す電気用図記号において，上側の端子が下側の端子に対して正極の場合

に生じる。 
 

  
 a) JIS C 0617-5 の S00650 

逆阻止 
b) JIS C 0617-5 の S00651 
逆導通（逆伝導ともいう） 

 
図 1－2 端子定電圧で一つのスイッチング象限を備えた TSS の電気用図記号 

JIS C 0617-5 の識別番号の S00653，S00654 及び S00658 に基づく，ゲート逆阻止で一つのスイッチング

象限を備えた TSS の電気用図記号を，図 2 に示す。 
 

   
 a) JIS C 0617-5 の S00654 

P ゲート 
b) JIS C 0617-5 の S00653 

N ゲート 
c) JIS C 0617-5 の S00658 

P ゲート及び N ゲート 
 

図 2－ゲート逆阻止で一つのスイッチング象限を備えた TSS の電気用図記号 
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JIS C 0617-5 の識別番号の S00662 及び S00661 に基づく，ゲート逆導通で一つのスイッチング象限を備

えた TSS の電気用図記号を，図 3 に示す。 
 

  
 a) JIS C 0617-5 の S00662 

P ゲート 
b) JIS C 0617-5 の S00661 

N ゲート 
 
図 3－ゲート逆導通（逆伝導ともいう）で一つのスイッチング象限を備えた TSS の電気用図記号 

JIS C 0617-5 の識別番号の S00652 及び S00659 に基づく，双方向で二つのスイッチング象限を備えた

TSS の電気用図記号を，図 4 に示す。スイッチング象限の特性は，（ゲート端子を除く）端子に対して正極

で生じる。 
 

  
 a) JIS C 0617-5 の S00652 

2 端子定電圧 
b) JIS C 0617-5 の S00659 

ゲート付き 
 

図 4－双方向で二つのスイッチング象限を備えた TSS の電気用図記号 

4 TSS の種類 

TSS は，第一象限及び第三象限の特性の種類，並びに端子数によって分類する（表 1 参照）。TSS は，一

つ以上の象限でスイッチング特性を示す（図 5 参照）。その他の象限は，スイッチング，阻止又はダイオー

ド導通の特性を備えてもよい（図 5 及び図 6 参照）。スイッチング象限が一つだけのサイリスタは，片方向

といい，2 端子（ダイオード），3 端子（トライオード，triode）又は 4 端子（テトロード，tetrode）でもよ

い。さらに，二つのスイッチング象限を備えたサイリスタは，双方向という。 
  



10 
C 5381-341：9999  

  

著作権法により無断での複製，転載等は禁止されております。 

表 1－TSS の種類 

端子数 その他の象限の特性 
阻止 導通 スイッチング 

2 
逆阻止 TSS 
図 1 参照 

逆導通 TSS 
図 1 参照 

双方向 TSS 
図 4 参照 

3 
P ゲート逆阻止 TSS 
N ゲート逆阻止 TSS 
図 2 参照 

P ゲート逆導通 TSS 
N ゲート逆導通 TSS 
図 3 参照 

P ゲート双方向 TSS 
N ゲート双方向 TSS 
P ゲートと N ゲートとを組み合わせた

双方向 TSS（TRIAC） 
図 4 参照 

4 
P ゲート及び N ゲート逆阻止 TSS 
図 2 参照 

 
 

 
  

 a) 定電圧 TSS b) ゲート付き TSS 
 記号説明 
VD オフ電圧（3.4.1 参照） 
ID オフ電流（3.4.2 参照） 
VDRM 繰返しピークオフ電圧（3.3.1 参照） 
IDRM ピークオフ電流（3.4.3 参照） 
V(BR) ブレークダウンポイントの電圧 
I(BR) ブレークダウンポイントのアノード電流，主電流又はサイリスタ電流 
V(BO) ブレークオーバ電圧（3.4.4 参照） 
I(BO) ブレークオーバ電流（3.5.1 参照） 
VS スイッチングポイントの電圧 
IS スイッチングポイントのアノード電流，主電流又はサイリスタ電流 
IH 保持電流（3.4.5 参照） 
VT オン電圧（3.5.2 参照） 
IT オン電流（3.5.3 参照） 
ITRM 繰返しピークオン電流（3.3.2 参照） 
ITSM サージオン電流（3.3.3 参照） 
IPP 非繰返しピークインパルス電流（3.3.4 参照） 
VG ゲートバイアス電圧（3.7.5 の注釈 1 参照） 
 

図 5－スイッチング象限の特性 
  

  
電圧 v 

 電流 i 

電圧 v 

 電流 i 
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 a) 逆阻止 b) 逆導通 
記号説明 

VRRM （片方向サイリスタの）繰返しピーク逆電圧（3.3.5 参照） 
IRRM 繰返しピーク逆電流（3.4.7 参照） 
VF 順電圧（3.5.4 参照） 
IF 順電流（3.5.5 参照） 
IFRM 繰返しピーク順電流（3.3.7 参照） 
IFSM 非繰返しサージ順電流（3.3.6 参照） 
IPP 非繰返しピークインパルス電流（3.3.4 参照） 
 

図 6－TSS の非スイッチング特性 

TSS の基本性能及びデバイスの説明は，附属書 JA による。 

5 使用条件 

5.1 通常の使用条件 

TSS は，通常，機器又はモジュール内に実装するため，製品内部の環境条件の分類（JIS C 60721-3-9 参

照）を適用している。この規格に適合する TSS は，屋内での固定使用（IEC 60721-3-3 参照）に適合してい

なければならない。特に要求事項がない場合，TSS は，次に示す一般的な使用条件，及び二つの製品内部

の環境条件のうち，一方又は両方の条件下での使用に適合していなければならない。 

a) 通常の製品内部の環境条件 

・ 周囲温度：0 ℃～70 ℃ 

・ 気圧： 80 kPa～106 kPa 

・ 相対湿度：25 %～75 % 

b) 拡張した製品内部の環境条件 

・ 周囲温度：－40 ℃～85 ℃ 

・ 気圧： 70 kPa～106 kPa 

・ 相対湿度：10 %～95 % 
  

  
電流 i 電流 i 

電圧 v 

電圧 v 
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5.2 保管温度範囲，Tstgmin～Tstgmax 

電圧を印加しない状態で，サイリスタの保管が可能な温度は，次の推奨温度範囲（IEC 60747-1 及び IEC 
60749-1 から選択）を適用している。 

・ 0 ℃～125 ℃ 

・ －55 ℃～125 ℃ 

・ －65 ℃～150 ℃ 

6 機械的要求性能及び識別 

6.1 端子強度 

適用する場合，使用者は，JIS C 60068-2-21 から，適切な試験を指定する。 

6.2 はんだぬれ性 

はんだ端子は，JIS C 60068-2-20 の要求性能に適合していなければならない。 

6.3 表示 

使用者が目視で次の情報を特定可能とするために，必要に応じて，TSS に判読可能で永続的な表示をす

る。 

a) 製造業者名 

b) 製造年 

c) 部品番号又はコード 

使用者から要求があり，製造業者が同意した場合，使用者の識別を TSS に表示することが望ましい。 

注記 必要な情報は，記号化することも可能である。 

6.4 文書 

6.3 の表示情報から製造業者が次の追加情報を特定可能とするために，製造業者は文書を提供する。 

a) この規格で規定する TSS の適切なパラメータ 

b) 部品実装の必要条件及び手順 

c) 注文情報 

使用者に次の情報を提供することが望ましい。 

d) 各部の寸法，仕上り及び端子の詳細を記載した図面 

e) 形式又は品名 

f) 数量 

g) 品質評価の要求事項 
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7 標準試験方法 

7.1 故障率 

試料数，試験する電気的特性などは，品質評価の要求事項に含めることが望ましい。この規格では，品

質評価の要求事項は扱わない。 

7.2 試験条件 

7.2.1 一般 

TSS の定格及び特性の試験は，使用状態での要求事項，又は TSS の仕様に記載する方法で実施する。TSS
は，温度範囲，実装状態など，指定する環境条件で試験を実施する。 

注記 2 端子 TSS のパラメータの推奨値は，附属書 D に規定している。 

7.2.2 標準の大気条件 

測定後の回復も含む全ての室温での電気的測定は，IEC 60749-1:2002 の 4.1 で推奨する，次の条件で実

施する。 

－ 温度：  20 ℃～30 ℃ 

－ 相対湿度：適切な場所で 25 %～75 % 

－ 気圧：  80 kPa～106 kPa 

基準試験は，次の標準大気条件で実施する（IEC 60749-1:2002 の 4.1 参照）。 

－ 温度：  24 ℃～26 ℃ 

－ 相対湿度：25 %～75 % 

－ 気圧：  80 kPa～106 kPa 

TSS のパラメータを温度範囲を超えて試験を実施する場合，試験温度は，IEC 60721-3-3:2019 に規定す

る推奨温度値のリストから，適切な値を選択することが望ましい。 

特に要求事項がない場合，次に示す半導体の推奨する周囲温度範囲のいずれかを用いることが望ましい。 

－ 標準温度範囲：0 ℃～70 ℃ 

－ 拡張温度範囲：－40 ℃～85 ℃ 

7.2.3 測定誤差 

接地ループ，測定インピーダンス，磁気誘導，静電誘導及び電磁放射は，測定誤差の原因となる可能性

がある。循環する接地ループ電流が引き起こす電圧誤差は，ループインピーダンスの増加によって低減さ

せることが可能となる。このために，通常，フェライトコアをプローブのケーブルに取り付けている。測

定インピーダンスは，電圧及び測定信号電流を 4 端子法（ケルビン接続）を用いて，TSS に接続すること

によって回避することが可能となる。磁気誘導及び誘導の影響は，リード長を短くして配線ループ面積を

最小化すること，及び可能な限りより線を用いることによって，低減させることが可能となる。静電誘導

（静電結合）は，介在する静電シールド（ファラデーケージ，導体に囲まれた空間）を信号線ではない接

地に接続することで取り除くことが可能となる。電磁放射は，シールド及び磁気誘導を用いた技術によっ

て低減させることが可能となる。 
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7.2.4 測定精度 

アナログオシロスコープは，信号の立ち上がり時間に比べて 5 倍以上速い立ち上がり時間を備えていな

ければならない。これは，表示した立ち上がり時間で，誤差範囲を，2 %未満としている。デジタルオシロ

スコープ（IEC 61083-1 参照）は，30/Tx（Tx は測定する時間間隔）以上のサンプリング周波数を備えてい

なければならない。インパルスをパラメータとして評価する試験は，定格分解能の偏差がフルスケールの

0.4 %以内（偏差がフルスケールの 2－8）のデジタルオシロスコープが望ましい。記録の比較を要求する基

準試験は，定格分解能の偏差がフルスケールの 0.2 %以内（偏差がフルスケールの 2－9）のデジタルオシロ

スコープを用いる。 

注記 定格分解能の偏差がフルスケールの 0.4 %以内（偏差がフルスケールの 2－8）のデジタルオシロス

コープとは，8 ビット以上のデジタルオシロスコープを示している。 

7.2.5 インパルス形状の表記及び値 

インパルス波形は，二つの数字の組合せによって表記する。最初は，規約波頭長（T1）を表し，二つ目

は，規約波尾長（T2）を表している。インパルス波形は，T1/T2 と表記し，T1 及び T2 は，マイクロ秒単位で

ある。記号“ / ”は，数学的意味をもっていない（附属書 A 参照）。 

明示する TSS のインパルス電流定格は，発生器を短絡したときの値である。試験条件下で，実際に TSS
に流れる電流は，発生器と TSS の特性との相互作用によって異なる。 

7.2.6 複数の TSS を内蔵した TSS 

同一パッケージに複数の TSS を内蔵した TSS は，用途によって，個々の TSS が同時に動作してもよい。

個々の TSS のパラメータがその他の TSS の動作によって大きな影響を受ける場合，試験は，この条件を模

擬して単体の TSS で実施する。 

7.2.7 ゲート付き TSS の試験 

ゲート付き TSS は，防護端子の性能を確認及び決定するために，定電圧 TSS の全ての試験を実施する。

ゲート付き TSS は，適切なゲートバイアス電圧 VGG（VG）及び電源電圧で試験を実施する。特に規定がな

い場合，試験に用いるゲートバイアス電圧は，想定する用途における最大値及び最小値とする。ゲート付

き TSS が電圧を制限する全ての試験では，ゲート供給電源は，低インピーダンス（4 端子法を用いて分離）

とする。直列ゲート阻止ダイオードを内蔵しない TSS は，適切な極性で，ゲート端子と直列にゲート阻止

ダイオードを接続する。ゲート付き TSS が，ゲート制御及び定電圧防護をするように設計した場合，ゲー

トを開放（すなわち IG＝0）して，定電圧 TSS の試験も実施する。 

注記 IG は，ゲートバイアス電圧 VGG（VG）を印加したときに流れる電流である。 

7.3 定格の試験方法 

7.3.1 一般 

試験で用いる過電圧及び過電流の試験レベルは，参考文献に示すいずれかの規格の規定から適切な試験

レベルを選択して適用する（過電圧及び過電流の波形は，附属書 A 参照）。これらの試験レベルは，機器

に実装するサージ協調部品を試験回路に含めることで，最終製品となる機器のサージイミュニティ試験レ

ベルに変更してもよい。 

注記 過電圧及び過電流の試験レベルは，参考文献の[12]～[22]を参照。 
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7.3.2 繰返しピークオフ電圧，VDRM 

この試験の目的は，TSS に繰返しピークオフ電圧（定格値）を連続的に印加したとき，TSS が高インピ

ーダンスのオフ状態を保持することの確認である。TSS の主端子間に繰返しピークオフ電圧 VDRM（定格値）

を印加し，試験中，ピークオフ電流 IDRM の値を測定する。試験回路は，図 7 に示す試験回路と機能的に等

価とする。 
 

 

 記号説明 
TSS 供試品 
A 電流計（ピーク値） 
V 電圧計（ピーク値及び交流値） 
PS1 直流電源（直流用 TSS の VDRAM に設定する。） 
PS2 交流電源（交流用 TSS の VDRAM に設定する。） 
REC 全波又は半波整流回路（交流用 TSS の片方向試験時に接続する。） 
 

図 7－繰返しピークオフ電圧 VDRMを確認するための試験回路 

測定した電流値は，指定する IDRM の値以下とする。VDRM の試験後，TSS は，指定する特性のいずれにも

外れてはならない。試験時間は，想定する TSS の信頼性を確立するために十分長くする。TSS の各スイッ

チング象限は，別々に試験及び測定を実施する。 

注記 試験の前後で特性値が大きく変化する場合，TSS の劣化を示す可能性がある。 

7.3.3 繰返しピークオン電流，ITRM 

この試験の目的は，TSS に繰返しピークオン電流（定格値）を（類似する正弦波で）連続的に通電した

ときに，故障しないこと又は仮想接合温度の最大定格を超えないことの確認である（図 8 参照）。 
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 記号説明 
TSS 供試品 
A 電流計（ピーク値） 
PS 交流電源（指定する電圧に設定する。） 
R1 抵抗器（ピーク短絡電流に調整する。） 
S1 スイッチ（閉じると試験を開始する。） 
REC 全波又は半波整流回路（片方向試験時に接続する。） 
 

図 8－繰返しピークオン電流 ITRMを確認するための試験回路 

交流電源の開回路電圧及び短絡電流，又は同等の波形及び波形のピーク値を，指定する。交流電源で TSS
をオン状態に，確実にスイッチングする。双方向の電流に対する動作を評価しない片方向 TSS は，全波又

は半波整流で試験するために，交流電源に全波又は半波整流回路を接続する必要がある。ITRMの試験の間，

保持電流 IH のような温度に敏感な TSS のパラメータは，オシロスコープの電圧プローブ及び電流プロー

ブを TSS に接続し，図 9 に示すように，電圧及び電流波形を測定することが可能である。 

動作中の接合温度の平均は，測定したパラメータ値，温度係数及びTSSの初期温度から計算可能である。

ITRM の試験後，TSS は，指定する特性のいずれにも外れてはならない。試験時間は，想定する TSS の信頼

性を確立するために十分長くする。 

注記 試験の前後で特性値が大きく変化する場合，TSS の劣化を示す可能性がある。 
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 記号説明 
V(BO) ブレークオーバ電圧（3.4.4 参照） 
I(BO) ブレークオーバ電流（3.5.1 参照） 
VT オン電圧（3.5.2 参照） 
IH 保持電流（3.4.5 参照） 
 

図 9－繰返しピークオン電流の波形 

7.3.4 サージオン電流，ITSM 

この試験の目的は，TSS に指定した試験時間の（正弦波に準じる）交流サージ電流を通電したとき，故

障なく耐えることの確認である。試験回路は，図 10 に示す試験回路と機能的に等価とする。 

注記 1 対応国際規格では，細分箇条のタイトルが“Non-repetitive peak on-state current，ITSM：非反復ピ

ークオン状態電流，ITSM”であるが，これは旧規格で規定する用語である。この規格では，3.3.3
で“surge on-state current，ITSM：サージオン電流，ITSM”と規定しているため，“サージオン電流”

に修正した。 
 

 

a) 電圧波形 

b) 電流波形 

時間 t（ms） 
電圧 v 

電流 i 

時間 t（ms） 
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 記号説明 
TSS 供試品 
A 電流計（ピーク値） 
PS 交流電源（指定する電圧に設定する。） 
R1 抵抗器（ピーク短絡電流に調整する。） 
S1 スイッチ（交流電圧のゼロクロスに同期し，指定した試験時間の間，閉じる。） 
REC 全波又は半波整流回路（片方向試験時に接続する。） 
 

図 10－サージオン電流 ITSM を確認するための試験回路 

スイッチ S1 は，交流電圧のゼロクロス点で，単に開路又は閉路にしている。これは，TSS を交流の半波

又は全波での試験を確実にしている。交流電源の開回路電圧及び短絡電流，又は，同等の波形，波形のピ

ーク値，及びスイッチ S1 の閉路時間を，指定する。交流電源で TSS をオン状態に，確実にスイッチング

する。双方向の電流に対する動作を評価しない片方向 TSS は，全波又は半波整流で試験するために，交流

電源に全波又は半波整流回路を接続する必要がある。スイッチ S1 が指定する試験時間で動作し，TSS を

熱平衡状態に戻した後，TSS は，指定する特性のいずれにも外れてはならない。 

注記 2 試験の前後で特性値が大きく変化する場合，TSS の劣化を示す可能性がある。 

試験時間は，時間又は指定する電源周波数のサイクル数で指定してもよい。非繰返しの電流定格の試験

は，TSS が熱平衡状態に戻るまで，繰り返さない。特に要求事項がない場合，TSS は，その寿命までの間

に故障することなく，この試験に 100 回まで耐える能力を備えることが望ましい。ITSM（定格値）は，試験

時間によって異なり，用途によっては，幾つかの値を必要としてもよく，推奨する試験間隔は，0.1 秒，1
秒及び 10 秒である。 

7.3.5 非繰返しピークインパルス電流，IPP 

この試験の目的は，TSS に指定する非繰返しピークインパルス電流 IPP と等しい波高値のインパルス波

形を印加したとき，故障なく耐えることの確認である。試験回路は，図 11 に示す試験回路と機能的に等価

とする。インパルス発生器の開回路電圧及び短絡電流，又は，同等の波形及び波形のピーク値を指定する。

インパルス発生器で TSS をオン状態に，確実にスイッチングする。インパルスを印加し，TSS を熱平衡状

態に戻した後，TSS は，指定する特性のいずれにも外れてはならない。 

注記 試験の前後で特性値が大きく変化する場合，TSS の劣化を示す可能性がある。 
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 記号説明 
TSS 供試品 
A 電流計（ピーク値） 
SG 指定する特性のインパルス発生器 
 

図 11－非繰返しピークインパルス電流 IPPを確認するための試験回路 

TSS の各スイッチング象限は，別々に試験及び測定を実施する。非繰返しの電流定格の試験は，TSS が

熱平衡状態に戻るまで，繰り返さない。特に要求事項がない場合，TSS は，その寿命までの間に故障する

ことなく，この試験に 100 回まで耐える能力を備えることが望ましい。検証の場合，実施する試験数は，

より少なくてもよい。IPP（定格値）は，波形によって異なり，用途によっては，幾つかの波形での値を必

要としてもよい。通信回線に実装する TSS の試験で，共通に用いる幾つかの波形を，附属書 A に示す。 

7.3.6 繰返しピーク逆電圧，VRRM 

この試験の目的は，繰返しピーク逆電圧（定格値）を連続して印加したとき，TSS が高インピーダンス

の阻止状態を保持することの確認である。図 7 に示す試験回路と機能的に等価な回路を用いて，繰返しピ

ーク逆電圧（定格値）VRRMを，TSS の阻止方向に印加し，繰返しピーク逆電流 IRRM を測定する。測定した

電流値は，指定する IRRMの値の最大値以下とする。VRRM の試験後，TSS は，指定する特性のいずれにも外

れてはならない。試験時間は，想定する TSS の信頼性を確立するために十分長くする。 

注記 試験の前後で特性値が大きく変化する場合，TSS の劣化を示す可能性がある。 

7.3.7 非繰返しサージ順電流，IFSM 

この試験の目的は，順導通又は逆導通 TSS のダイオード部に，指定する継続時間の交流サージ電流を印

加したとき，故障なく耐えることの確認である。非繰返しサージ順電流 IFSM の確認は，サージオン電流 ITSM

の試験回路（7.3.4 及び図 10 参照）を用いる。導通時間（試験時間）が 1 サイクル以上の場合，IFSM よりも

ITSM の方が適している（ITSM は，ダイオードの導通及び TSS の導通を含む）。IFSM の試験後，TSS を熱平衡

状態に戻し，TSS は，指定する特性のいずれにも外れてはならない。 

注記 試験の前後で特性値が大きく変化する場合，TSS の劣化を示す可能性がある。 

7.3.8 繰返しピーク順電流，IFRM 

この試験の目的は，順導通又は逆導通 TSS のダイオード部に，繰返しピーク順電流（定格値）を連続的

に通電したとき，故障又は最大接合温度（定格値）の超過がないことの確認である。繰返しピーク順電流

IFRM の確認は，繰返しピークオン電流 ITRM の試験回路（7.3.3 及び図 8 参照）を用いる。ITRM は，ダイオー

ド（順方向）及び TSS の導通（オン状態）を含むため，特に要求事項がない場合，IFRMの代わりに ITRM を

指定する。 
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7.3.9 臨界オン電流上昇率，di/dt 

この試験の目的は，TSS が，インパルス波形の波頭に現れることがある，立ち上がりが早い電流に耐え

ることの確認である。試験回路は，図 12 に示す試験回路と機能的に等価とする。 
 

 

 記号説明 
TSS 供試品 
CT 変流器又は同等品 
RG 指定する上昇率 di/dt の試験波形発生器 
CRO 2 チャンネルのオシロスコープ又は同等品 
I CRO の電流端子 
V CRO の電圧端子 
 

図 12－臨界オン電流上昇率 di/dtを確認するための試験回路 

電圧 V 及び電流 I の測定器（通常，電圧及び電流プローブを備えたデジタル又はストレージオシロスコ

ープ）は，回路状態を記録するために用いる。臨界オン電流上昇率 di/dt の立ち上がり波形のインパルスを

TSS に印加し，TSS を熱平衡状態に戻した後，TSS は，指定する特性のいずれにも外れてはならない（試

験の前後で特性値が大きく変化する場合，TSS の劣化を示す可能性がある。）。 

臨界オン電流上昇率 di/dt の試験波形発生器は，立ち上がり波形 di/dt，電流のピーク値（波高値）及び波

形（一般に，波尾長は比較的短い。）を指定する。この試験は，正しい波形を用いることが重要であり，TSS
製造業者は，試験回路及び波形の詳細を，正確に提供することが望ましい。特に要求事項がない場合，こ

の規格で規定する di/dt 試験回路の発生器を用いることが望ましい。基本的な試験回路及び試験波形を，図

13 に示す。 

TSS の各スイッチング象限は，別々に試験及び測定を実施する。非繰返しの電流定格の試験は，TSS が

熱平衡状態に戻るまで，繰り返さない。特に要求事項がない場合，TSS は，その寿命までの間に，故障す

ることなく，この試験に各極性で 100 回まで耐える能力を備えることが望ましい。検証の場合，実施する

試験数は，より少なくてもよい。 
 

 

RG 
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 記号説明 
TSS 供試品 
CT 変流器又は同等品 
PS 直流電源（スイッチングポイントの電圧 VS に設定する。） 
R1 抵抗器（充電電流を制限する。） 
S1 スイッチ（閉路で試験を開始し，電流のゼロクロスで開路する。） 
REC 整流回路（負極性の電流を通電する。） 
C コンデンサ（エネルギー充電及び波形調整用） 
L インダクタ（di/dt に設定する。） 
CRO 2 チャンネルのオシロスコープ又は同等品 
I CRO の電流端子 
V CRO の電圧端子 
 

図 13－半波整流波の di/dt試験回路 

7.4 性能試験方法 

7.4.1 一般 

試験で用いる過電圧及び過電流の試験レベルは，参考文献に示すいずれかの規格の規定から適切な試験

レベルを選択して適用する（過電圧及び過電流の波形は，附属書 A 参照）。これらの試験レベルは，機器

に実装するサージ協調部品を試験回路に含めることで，最終製品となる機器のサージイミュニティ試験レ

ベルに変更してもよい。 

注記 1 過電圧及び過電流の試験レベルは，参考文献の[12]～[22]を参照。 

注記 2 熱試験及びゲート付き TSS の追加パラメータの試験は，附属書 C を参照。 

7.4.2 オフ電流，ID 

この試験の目的は，TSS に指定する直流のオフ電圧 VD を印加したときのオフ電流 ID を，決定すること

である。試験回路は，図 14 に示す試験回路と機能的に等価とする。直流電源の電圧出力は，ゼロから指定

する直流のオフ電圧 VD まで，オフ電圧の臨界上昇率の最小値を下回る電圧上昇率で上昇する。直流電圧

は，オフ電流 ID が安定するまで印加しておく。オフ電流 IDは，安定後の値を測定する。特に指定がない場

 

TSS 
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合，TSS の各スイッチング象限は，別々に試験及び測定を実施する。 
 

 

 記号説明 
TSS 供試品 
A 微少電流計 
V 直流電圧計 
PS1 直流電源（オフ電圧 VD まで上昇） 
 

図 14－オフ電圧 VDを印加したときのオフ電流 IDを測定する試験回路 

7.4.3 繰返しピークオフ電流，IDRM 

この試験の目的は，TSS に指定する（繰返し）ピークオフ電圧 VDRM を印加したときのピークオフ電流

IDRM を，決定することである。図 7 に示す試験回路と機能的に等価な回路を用いて，TSS に繰返しピーク

オフ電圧 VDRM（定格値）を印加し，試験中の（繰返し）ピークオフ電流 IDRM の値を測定する。特に指定が

ない場合，TSS の各スイッチング象限は，別々に試験及び測定を実施する。 

7.4.4 繰返しピーク逆電流，IRRM 

この試験の目的は，逆阻止 TSS に指定する繰返しピーク逆電圧 VRRM を印加したときの繰返しピーク逆

電流 IRRMを，決定することである。図 7 に示す試験回路と機能的に等価な回路を用いて，TSS の阻止象限

に繰返しピーク逆電圧 VRRM（定格値）を印加し，試験中の繰返しピーク逆電流 IRRM のピーク値を測定す

る。 

7.4.5 ブレークオーバ電圧，V(BO)及びブレークオーバ電流，I(BO) 

この試験の目的は，指定する上昇率での，TSS のブレークオーバ電圧 V(BO)及びブレークオーバ電流 I(BO)

を，決定することである。試験回路は，図 15 に示す試験回路と機能的に等価にする。試験波形発生器の開

回路電圧及び短絡電流，又は同等の上昇率，波形，波形のピーク値，及び交流で試験を実施する場合は，

試験時間を指定する。代替する場合，試験波形発生器の回路図を提供する。TSS がオフ状態からオン状態

にスイッチングするときに発生する V(BO)のピーク値を測定する（図 16～図 19 参照）。交流で複数サイクル

の試験を実施する場合，V(BO)の値は，各サイクルで測定した V(BO)の値で最も高い値とする。V(BO)印加時に

生じる瞬間的な TSS 電流［I(BO)と等しい］は，交流電圧の上昇率に対しても測定する（図 17 及び図 19 参

照）。 
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 記号説明 
TSS 供試品 
CT 直流電流プローブ又は同等品 
TG 試験波形発生器（指定する条件で TSS をオフ状態からオン状態にスイッチングさせる。） 
CRO 2 チャンネルのオシロスコープ又は同等品 
I CRO の電流端子 
V CRO の電圧端子 
例 図 16～図 19 に示す波形を測定するために用いる試験波形発生器 TG は，電流源及び 300 Ω の抵抗器で構成し

ている。電流は，0 A から始まり，電流上昇率 3.33 A/ms（開回路電圧の上昇率は 1 000 V/ms）で 3 A まで上昇

し，その後，5 A まで上昇して 200 µs 維持し，2 A まで下がった後，電流下降率 0.2 A/ms で 0 A となる。この

一連の電流の推移は，TSS の性能 V(BO)，I(BO)，VS（スイッチングポイントの電圧），IS（スイッチングポイン

トのアノード電流，主電流又はサイリスタ電流），VT 及び IH の測定を可能にする。 
 

図 15－ブレークオーバ電圧 V(BO)，ブレークオーバ電流 I(BO)及びオン電圧 VTの試験回路 

二つの TSS の種類（定電圧 TSS 及びゲート付き TSS）のスイッチング象限の電圧波形及び電流波形を，

図 16～図 19 に示す。全体波形の拡大は，電圧制限状態（スイッチング），オン状態及びオフ状態に戻る波

形を示している［図 5 は，主な電圧－電流スイッチング特性の観点で，TSS を二つの種類（定電圧 TSS 及

びゲート付き TSS）に分類している。］。図 16～図 19 は，二つの種類の TSS の一般的な波形を示している

が，これらを典型的な波形として扱うことは望ましくない。 
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 記号説明 
V(BO) ブレークオーバ電圧（3.4.4 参照） 
VT オン電圧（3.5.2 参照） 
IT オン電流（3.5.3 参照） 
IH 保持電流（3.4.5 参照） 
 
図 16－定電圧 TSS がスイッチング，オン状態，オフ状態に戻るまでを示す，電圧－時間波形及び 

電流－時間波形 

TSS の各スイッチング象限は，別々に試験及び測定を実施する。片方向 TSS の，交流での複数サイクル

試験は，使用状態での要求事項に従い，全波整流又は半波整流のいずれか一方で試験を実施する。V(BO)及

び I(BO)の値は，上昇率によって変化するため，用途によっては，複数の上昇率を指定してもよい。特に要

求事項がない場合，表 2 に示す上昇率から一つ以上を選択し，試験に用いることが望ましい。 
 

表 2－電圧制限（スイッチング）する上昇率の試験値 

適用 dv/dt（開回路） 試験波形発生器の内部抵抗 R di/dt（短絡） 

遅い上昇率 4 V/ms 
500 Ω（立ち上がり） 
4 000 Ω（立ち下がり） 

8 mA/ms 
1 mA/ms 

交流 250 V/ms 250 Ω 1 A/ms 
立ち上がりが遅いインパルス 100 V/µs 100 Ω 1 A/µs 
立ち上がりが早いインパルス 1 000 V/µs 100 Ω 10 A/µs 

7.4.6 オン電圧，VT 

この試験の目的は，指定する電流における TSS のオン電圧 VT を，決定することであり，この電圧値は，

オン状態での電力損失を計算するために用いる。試験回路は，図 15 に示す試験回路と機能的に等価とす

る。試験波形発生器の開回路電圧及び短絡電流，又は同等の波形及び波形のピーク値を，指定する。代替

する場合，試験波形発生器の回路図を提供する。 
 

時間 t（ms） 

 

 

電圧 v 

時間 t（ms） 

電流 i 
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 a) スイッチングポイントでの V(BO)

と I(BO)との関係 
b) オン状態での VTと ITとの関係 c) オフ状態に戻るときの電圧と IH

との関係 
 記号説明 
V(BO) ブレークオーバ電圧（3.4.4 参照） 
I(BO) ブレークオーバ電流（3.5.1 参照） 
VT オン電圧（3.5.2 参照） 
IT オン電流（3.5.3 参照） 
IH 保持電流（3.4.5 参照） 

 
図 17－図 16 の波形の拡大 

 

   

  

 

 

  

電圧 v 電圧 v 電圧 v 

電流 i 

（mA） 

電流 i 電流 i 

（mA） 

時間 t（µs） 時間 t（µs） 時間 t（µs） 

時間 t（µs） 時間 t（µs） 時間 t（µs） 
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 記号説明 
V(BO) ブレークオーバ電圧（3.4.4 参照） 
VT オン電圧（3.5.2 参照） 
IT オン電流（3.5.3 参照） 
IH 保持電流（3.4.5 参照） 
 

図 18－ゲート付き TSS がスイッチング，オン状態，及びオフ状態に戻るまでを示す， 
電圧－時間波形及び電流－時間波形 

 

 
時間 t（ms） 

時間 t（ms） 

電圧 v 

電流 i 
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 a) スイッチングポイントでの

V(BO)，VS，I(BO)と IS との関係 
b) オン状態での VTと ITとの関係 c) オフ状態に戻るときの電圧と IH

との関係 
 記号説明 
V(BO) ブレークオーバ電圧（3.4.4 参照） 
I(BO) ブレークオーバ電流（3.5.1 参照） 
VS スイッチングポイントの電圧 
IS スイッチングポイントのアノード電流，主電流又はサイリスタ電流 
VT オン電圧（3.5.2 参照） 
IT オン電流（3.5.3 参照） 
IH 保持電流（3.4.5 参照） 
 

図 19－図 18 の波形の拡大 

試験波形発生器は，TSS をオン状態とし，指定する時間でのオン電圧 VT の値及びオン電流 IT の値を測

定する（VT の波形は，図 17 及び図 19 参照）。 

TSS のスイッチングは，各極性で別々に試験及び測定を実施する。VTの値は，ITの値及び時間によって

変化する。交流及びインパルスでの動作を含めるために，小電流及び大電流での VT 値を指定してもよい。 
  

   

   

   

電圧 v 電圧 v 電圧 v 

電流 i 

（mA） 

電流 i 電流 i 

（mA） 

時間 t（µs） 

時間 t（µs） 時間 t（µs） 時間 t（µs） 

時間 t（µs） 時間 t（µs） 

電圧制限電流 
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7.4.7 保持電流，IH 

この試験の目的は，TSS の保持電流 IH を，決定することである。試験回路は，図 20 に示す試験回路と

機能的に等価とする。試験波形発生器の開回路電圧及び短絡電流，又は同等の波形及び波形のピーク値を，

指定する。試験波形発生器で TSS を指定するオン状態にスイッチングし，次に TSS がオフ状態に戻るま

で，オン電流を減少させる（図 17 及び図 19 に示す IH の波形参照）。TSS がオフ状態に戻るのは，電圧値

が指定するしきい（閾）値を超えたときである。保持電流 IH は，TSS がオフ状態に戻るときの，推定する

傾斜の瞬時値として測定した値である。この方法は，TSS がオン状態を保持する電流ではなく，TSS がオ

フ状態に戻る電流を測定している。多くの用途では，TSS がオン状態を保持する電流値ではなく，TSS が

オフ状態に戻る電流値が必要である。 
 

 

 記号説明 
TSS 供試品 
CT 直流電流プローブ又は同等品 
TG 試験波形発生器（TSS を指定条件の，指定するオン電流 IT にスイッチングさせ，次に指定する di/dt で電流

を減らし，オフ状態に戻す。） 
R 抵抗器（必要な場合，試験波形発生器の抵抗器を調整する。） 
CRO 2 チャンネルのオシロスコープ又は同等品 
I CRO の電流端子 
V CRO の電圧端子 
 

図 20－保持電流 IHの試験回路 

インパルス発生器を試験発生器として用いる場合，その出力は，TSS がオフ状態に戻るポイントを適切

に識別する保持電流のレベルでは低すぎることがある。この場合，TSS がオフ状態に戻る電圧レベルを上

げるために，インパルス発生器及び直流電源（電圧は VDRM 未満）からの電流（指定する IHの最小値未満）

を，それぞれダイオード D2 及び D1 を介して TSS に接続することが望ましい（図 21 参照。ダイオード D2
及び D1 は，直流電源又はインパルス発生器への逆流を防いでいる。）。TSS の各スイッチング象限は，別々

に試験及び測定を実施する。 
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 記号説明 
TSS 供試品 
CT 直流電流プローブ又は同等品 
SG 指定する特性のインパルス発生器 
PS 直流電源（指定する電圧に設定する。） 
R 抵抗器（直流電源の抵抗器を調整する。） 
D1 直流電源を分離するダイオード 
D2 インパルス発生器を分離するダイオード 
CRO 2 チャンネルのオシロスコープ又は同等品 
I CRO の電流端子 
V CRO の電圧端子 
 

図 21－直流バイアスを追加した保持電流 IHの試験回路 

7.4.8 オフ状態静電容量，Co 

この試験の目的は，指定する条件における，TSS のオフ状態静電容量 Co を，決定することである。試験

回路は，図 22 に示す試験回路と機能的に等価とする。TSS のオフ状態静電容量 Co は，指定するオフ電圧

VD と等しい直流バイアス及び交流バイアス（振幅 Vd及び周波数 f）で測定する。特に要求事項がない場合，

交流バイアスの振幅 Vdは，1 V（実効値），周波数 f は，100 kHz～1 MHz を用いることが望ましい。直流バ

イアスは，－2 V 及び意図した使用状態を代表する電圧が望ましい。 
 

 

 記号説明 
TSS 供試品 
HV 電圧検出（High 側） 
HI 電流供給（High 側） 
LV 電圧検出（Low 側） 
LI 電流供給（Low 側） 
 

図 22－静電容量測定の試験回路 

 

 

 

静電容量測定器 

VD，f，Vd 
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静電容量測定の機器が，直流バイアス電圧を供給不可能な場合，図 23 に示す試験回路を用いることが可

能である。 
 

 

 記号説明 
TSS 供試品 
C1，C2 直流阻止コンデンサ（C1＝C2＞Co） 
R1，R2 直流供給抵抗器（R1＝R2＜オフ電圧 VD / オフ電流 ID） 
PS1 可変直流電源（オフ電圧 VDに設定する。） 
HV 電圧検出（High 側） 
HI 電流供給（High 側） 
LV 電圧検出（Low 側） 
LI 電流供給（Low 側） 
Guard 保護接地端子（直流電源のゼロ端子を接続する。） 
 

図 23－外部電源で直流バイアスを印加する静電容量測定の試験回路 

3 端子 TSS の場合，測定しない端子は，静電容量測定器の保護接地端子及び意図する使用状態を代表す

る直流バイアス（直流電源）のゼロ端子に接続する（図 24 参照）。同じ測定方法は，同一パッケージに四

つ以上の端子を備える複数の TSS を内蔵した TSS に用いてもよい。この場合，直流バイアスのゼロ側を接

続する端子は，静電容量測定器の保護接地端子と直流電源のゼロ端子との間に接続している（図 24 参照）。

この測定方法は，直流バイアスのゼロ側を接続する素子の二つ以上が，測定する端子と対になる内部の接

続点（端子ではない）に接続している場合，適用しない。 
 

 

 オフ電圧 VDと等しい

直流バイアスなしの静

電容量測定器 

f，Vd 
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 記号説明 
TSS 供試品 
C1，C2，... CN 直流阻止コンデンサ（C1＝C2...＝CN＞Co） 
R1，R2，... RN 直流供給抵抗器（R1＝R2...＝RN＜オフ電圧 VD / オフ電流 ID） 
PS1，PS2，... PSN 直流電源（オフ電圧 VD1，VD2，... VDNに設定する。） 

HV 電圧検出（High 側） 
HI 電流供給（High 側） 
LV 電圧検出（Low 側） 
LI 電流供給（Low 側） 
Guard 保護接地端子（直流電源のゼロ端子を接続する。） 
 

図 24－複数の TSS を内蔵した TSS の静電容量測定の試験回路 

7.4.9 順電圧，VF 

この試験の目的は，指定する電流での順導通 TSS の順電圧 VF を，決定することであり，この電圧値は，

順電力損失を計算するために用いる。試験回路及び試験波形は，オン電圧 VT を決定するための試験回路

（図 15 参照）と同じものを用いる。試験波形発生器で TSS を順導通にして，指定する時間又は指定する

順電圧 VF での順電流 IF を測定する。立ち上がりが早い電流波形では，付加的に順リカバリ電圧が生じて

もよいが，これは，VFの測定には含めないことが望ましい（図 25 参照）。 

交流及びインパルスでの動作を含めるために，小電流及び大電流での VF値を必要としてもよい。 
 

 

 

 

PS1 

オフ電圧 VDと等しい

直流バイアスなしの 

静電容量測定器 

f，Vd 

他の端子 



32 
C 5381-341：9999  

  

著作権法により無断での複製，転載等は禁止されております。 

 

記号説明 
VFRM 順リカバリ電圧（3.4.8 参照） 
VF 順電圧（3.5.4 参照） 
IF 順電流（3.5.5 参照） 

図 25－立ち上がりが早い電流波形と順リカバリ電圧 VFRMとを含む順電圧及び順電流の波形 

7.4.10 （ピーク）順リカバリ電圧，VFRM 

この試験の目的は，立ち上がりが早い電流波形で，順導通 TSS の（ピーク）順リカバリ電圧 VFRM を，決

定することであり，この電圧値は，保護する回路に加わる最大電圧である。試験回路及び試験条件は，立

ち上がりが早いインパルスで，ブレークオーバ電圧 V(BO)を決定するための試験回路（図 15 参照）と同じ

ものを用いる。指定する順電流の上昇率 dIF/dt に設定した試験波形発生器で，TSS のダイオード部をオン

状態にスイッチングし，（ピーク）順リカバリ電圧 VFRM を測定する（図 25 参照）。特に要求事項がない場

合，試験では，表 2 に示す立ち上がりが早いインパルスの上昇率，1 000 V/µs 及び 10 A/µs を用いる。 

7.4.11 臨界オフ電圧上昇率，dv/dt 

この試験の目的は，立ち上がりが早く，ピーク値が繰返しピークオフ電圧 VDRM（定格値）より低いシス

テム電圧に対し，TSS がターンオンしないことの確認である。無課電の TSS に，指定する臨界オフ電圧上

昇率 dv/dt 及び繰返しピークオフ電圧 VDRM の最小値と等しい立ち上がり電圧を印加する。立ち上がり電圧

 

時間 t（µs） 

時間 t（µs） 

 電圧 v 

電流 i 
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のピークは，50 µs 以上維持する。TSS は，試験中，部分的なスイッチングを含み，オフ状態からスイッチ

ングしてはならない。電圧上昇曲線は，指数関数形又は線形で表すことが可能である。電圧上昇が指数関

数形の場合の試験回路は，図 26 に示し，dv/dt は，次の式で求める。 

dv/dt ＝ 0.632×VDRM / t 

ここで， t： 電圧上昇の開始から，電圧が VDRM の 0.632 倍に上昇す

るまでの時間 

電圧上昇が線形の場合，dv/dt は，次の式で求める。 

dv/dt ＝ 0.8×VDRM /（t90－t10） 

ここで， t10： 電圧が VDRM の 0.1 倍に上昇した時間 
 t90： 電圧が VDRM の 0.9 倍に上昇した時間 

TSS のスイッチングは，各極性で別々に試験及び測定を実施する。 
 

 

 記号説明 
TSS 供試品 
PS 直流電源 
S1 試験を開始するスイッチ 
R1 充電用抵抗器 
R2 TSS をスイッチさせる電流制限抵抗器 
R3 S1 開路後の放電抵抗器 
C1 充電用コンデンサ 
CRO オシロスコープ又は同等品 
V CRO の電圧端子 
 

図 26－指数関数形の臨界オフ電圧上昇率 dv/dtの試験回路 
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7.4.12 温度による保持電流変化 

この試験の目的は，保持電流 IHが，TSS を常にオフ状態に保持するために，温度に対してどのような変

化をするか，決定することである。保持電流 IH（7.4.7 参照）の値は，指定する動作温度範囲で測定し，電

流－温度グラフで表す。 

7.4.13 ゲート隣接端子間ピークオフ電圧 VGDM 及びピークオフゲート電流 IGDM 

この試験の目的は，オフ電圧 VD を印加した防護端子間が高インピーダンスのオフ状態を保持する TSS
のゲートと隣接端子との間の電圧の最大値を，決定することである。図 27 に示す適切な回路を用いて，指

定するオフ電圧 VD を TSS の防護端子間に印加し，ゲートと隣接端子との間の電圧を，ゼロから指定する

オフ電流 ID まで増加する。ここで測定したゲートと隣接端子との間の電圧は，ゲート隣接端子間ピークオ

フ電圧 VGDM であり，測定したゲート電流は，ピークオフゲート電流 IGDMである。 

ゲート付き TSS のスイッチング極性は，別々に試験及び測定を実施する。ゲート付き TSS の繰返しピー

クオフ電圧 VDRMは，ゲートバイアス電圧 VGGとゲート隣接端子間ピークオフ電圧 VGDMとの和（VGG＋VGDM）

であり，定電圧 TSS の繰返しピークオフ電圧 VDRM と等しい。 
 

 

 記号説明 
TSS 供試品 
A1 電流計（ゲート電流を測定する。） 
A2 電流計（オフ電流 ID を測定する。） 
V 電圧計（ゲートと隣接端子との間の電圧を測定する。） 
PS1 可変直流電源（指定するオフ電流 IDまで増加する。） 
PS2 直流電源（オフ電圧 VD に設定する。） 
 

図 27－ゲート隣接端子間ピークオフ電圧 VGDM 及びピークオフゲート電流 IGDM の試験回路 

7.4.14 隣接端子開放時のゲート逆電流，IGAO，IGKO 

この試験の目的は，隣接端子を開放し，電圧を印加しているゲート端子に流れる電流を，決定すること

である。図 28 に示す適切な回路を用いて，指定するゲートバイアス電圧 VGGをゲートに印加し，ゲートに

流れる電流を測定する。この試験で，カソード端子を開放した P ゲート TSS で，逆ゲートからアノード端

子に流れるオフ電流（隣接端子開放時のゲート逆電流 IGAO），又はアノード端子を開放した N ゲート TSS
で，逆ゲートからカソード端子に流れるオフ電流（隣接端子開放時のゲート逆電流 IGKO）を決定する。 

ゲート付き TSS のスイッチング極性は，別々に試験及び測定を実施する。 
 

 

 

 

P ゲート 

TSS 

N ゲート 

TSS 
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 記号説明 
TSS 供試品 
A 電流計（逆ゲート電流用） 
PS 直流電源（指定するゲートバイアス電圧 VGGに設定する。） 
 

図 28－隣接端子開放時のゲート逆電流 IGAO，IGKO の試験回路 

7.4.15 主端子短絡時のゲート逆電流，IGAS，IGKS 

この試験の目的は，隣接端子を短絡し，電圧を印加しているゲート端子に流れる電流を，決定すること

である。図 29 に示す適切な回路を用いて，指定するゲートバイアス電圧 VGGをゲートに印加し，ゲートに

流れる電流を測定する。この試験で，カソード端子とアノード端子とを短絡した P ゲート TSS で，逆ゲー

トに流れるオフ電流（主端子短絡時のゲート逆電流 IGAS），又はアノード端子とカソード端子とを短絡した

N ゲート TSS で，逆ゲートに流れるオフ電流（主端子短絡時のゲート逆電流 IGKS）を決定する。 

ゲート付き TSS のスイッチング極性は，別々に試験及び測定を実施する。この試験は，直列ゲート阻止

ダイオードを内蔵した TSS に適用する。 
 

 

 記号説明 
TSS 供試品 
A 電流計（逆ゲート電流用） 
PS 直流電源（指定するゲートバイアス電圧 VGGに設定する。） 
 

図 29－主端子短絡時のゲート逆電流 IGAS 及び IGKS の試験回路 
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附属書 A 
（参考） 

一般的なインパルス波形 

A.1 一般 

この附属書は，次のことが記載されている。 

－ インパルス発生器の種類 

－ インパルス発生器のパラメータ 

－ 一般的に SPD 及び SPC の試験で用いるインパルス発生器 

A.2 インパルス発生器の種類 

インパルス発生器は次の 3 種類に分類可能である。 

・ 規定する電圧波形を出力するインパルス発生器。これは，一般的に高電圧の絶縁試験に用いる。 

・ 規定する電流波形を出力するインパルス発生器。これは，一般的に大電流部品及び TSS の試験に用い

る。 

・ 規定する電圧波形及び電流波形を出力するインパルス発生器。これは，更に 2 種類に分類可能である。 

－ 回路を規定するインパルス発生器 

－ 波形を規定するインパルス発生器 

A.3 インパルス発生器のパラメータ 

A.3.1 用語集 

この附属書で用いる，インパルス及びインパルス発生器のパラメータを説明するための，用語及び定義

を次に示す。 

A.3.1.1 
規約波頭長，T1（virtual front time，T1） 

－ 電圧インパルス 

波頭における 30 %波高点と 90 %波高点との間の時間間隔 T を 0.6 で除した値 [1] 

－ 電流インパルス 

波頭における 10 %波高点と 90 %波高点との間の時間間隔 T に 1.25 を乗じた値 [16] 

注釈 1 一部の規格では，電圧インパルスに対して，波頭長の測定で 10 %波高点及び 90 %波高点を用

いている。 

注釈 2 用語“n %波高点”は，瞬時値が波高値の n %に相当する波形上の点をいう。 

A.3.1.2 
規約原点，O1（virtual origin，O1） 

－ 電圧インパルス 
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波頭における 30 %波高点及び 90 %波高点を結ぶ直線が，時間軸と交わる点 [1] 

－ 電流インパルス 

波頭における 10 %波高点及び 90 %波高点を結ぶ直線が，時間軸と交わる点 [16] 

A.3.1.3 
規約波尾長，T2（virtual time to half-value，T2） 
規約原点 O1と波尾における 50 %波高点との間の時間間隔 [1] [16] 

A.3.1.4 
インパルス波形の表記（designation of an impulse shape） 
最初は，規約波頭長（T1）を表し，二つ目は，規約波尾長（T2）を表す，二つの数字の組合せ [4] 

注釈 1 インパルス波形は，T1/T2 と表記し，T1 及び T2 は，マイクロ秒単位である。記号“ / ”は，数

学的意味をもたない。 

注釈 2 一部の規格では，A/B 又は T1×T2 などの代替表記を用いている。 

注釈 3 例えば 1.2/50－8/20 のように，コンビネーション波形発生器は，電圧インパルス及び電流イン

パルスを，ハイフンで区切って表記している。 

注釈 4 最大波頭長及び最小波尾長として規定する波形は，<T1/>T2 と表記している。 

A.3.1.5 
アンダーシュート（undershoot） 
立ち下がり波形が，ゼロを通り最初のピークの反対の極性となる電圧インパルス又は電流インパルスの

ピーク値 [17] 

A.3.1.6 
電荷（インパルス）［charge (impulse)］ 
インパルス電流の時間積分 

A.3.1.7 
I2t（インパルス）［I2t (impulse)］ 
インパルス電流の 2 乗の時間積分 

注釈 1 I2t は，大気中の落雷では“比エネルギー”，ヒューズでは“ジュール積分”並びに交流用 SPD
及び SPC では“比エネルギーW/R”という。 

注釈 2 I2t の単位は A2s であるが，仮想の 1 Ω 抵抗器に電流が流れると仮定した場合，エネルギーの単

位 J（ヒューズの場合）又は W/Ω（交流用 SPD 及び SPC）で表してもよい。 

A.3.1.8 
コンビネーション波形発生器（combination wave generator） 
開回路電圧波形が 1.2/50 µs 及び短絡電流波形が 8/20 µs のインパルス発生器 

A.3.1.9 
実効出力インピーダンス（インパルス発生器）［effective impedance (impulse generator)］ 
インパルス発生器の開回路電圧のピーク値を，インパルス発生器の短絡電流のピーク値で除した値 

注釈 1 一部の規格では，代替用語の仮想インピーダンス（fictive impedance）を用いている。 
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A.3.2 規約インパルス波形パラメータ 

この細分箇条では，規約（計算した）インパルス波形パラメータ及びその適用を記載する。波頭の 10 %
波高点から 90 %波高点までを基準としたインパルス波形を，図 A.1 に示す。この規格では，全ての電流イ

ンパルス（雷サージ電流）は，図 A.1 に示す波形を用いている。Telcordia 規格の<2/>10，<10/>250，<10/>360
及び<10/>1 000 [21]のインパルス発生器は，独自に波頭の 10 %波高点から 90 %波高点までを基準とした波

形を，電圧インパルスに用いている。電圧インパルスの場合，その他の全てのインパルス波形発生器は，

波頭の 30 %波高点から 90 %波高点までを基準としている。8/20 電流インパルス波形は，片極性だけでは

なく，指定する最大アンダーシュート値も含む。 

注記 Telcordia（テルコーディア）規格とは，旧 AT&T 社のベル研究所が制定した通信機器向けの規格

（Belcore 規格）を引き継ぐ規格である。 
 

 

 記号説明 
T 波頭の 10 %波高点から 90 %波高点までの時間 
 

図 A.1－波頭の 10 %波高点から 90 %波高点までを基準とした波頭長 T1及び波尾長 T2の電流インパルス

又は電圧インパルス 

波頭の 30 %波高点から 90 %波高点までを基準とした電圧インパルス波形を，図 A.2 に示す。図 A.2 に

示す波形は，公称時間値を用いている。図 A.2 に示す波形は，正確な測定値を得るために用いる。電圧イ

ンパルスの開始時は，頻繁に，インパルス発生器のスイッチ閉路時に起因した高周波ノイズを含んでいる。

波形のノイズ（リンギング）は，10 %波高点まで伸びる可能性があり，波頭長の測定を 10 %波高点から

90 %波高点までを基準とする場合，変動が生じることになる。10 %波高点を 30 %波高点とすることで，波

形初期のノイズの影響を避けている。 
 

50 % 
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0
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時間 

T1 
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T 

O1 

波高値（ピーク値） 

T1＝波頭長＝1.25×T

T2＝波尾長
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 記号説明 
T 波頭の 30 %波高点から 90 %波高点までの時間 
 

図 A.2－波頭の 30 %波高点から 90 %波高点までを基準とした波頭長 T1及び波尾長 T2の電圧インパルス 

A.4 一般的に SPD 及び SPC の試験で用いるインパルス発生器 

A.4.1 一般 

この細分箇条では，一般的に用いている又は参照しているインパルス発生器を示す。電圧，電流並びに

電圧及び電流を規定する波形を出力するインパルス発生器の種類を，表 A.1，表 A.2 及び表 A.3 に示す。

参考として，引用するインパルス発生器の各波形を，次に示す。波形が重複する場合，最も一般的に用い

る波形を示した。 

A.4.2 規定する電圧波形を出力するインパルス発生器 

このインパルス発生器は，部品，デバイス及び機器の高電圧絶縁抵抗試験又は高電圧耐電圧試験に用い

る。容量性負荷は，電圧波形の波頭長を長くする。5 nF を超える容量性負荷を補償するため，一部のイン

パルス発生器では，選択可能な出力抵抗及び変更可能な放電コンデンサを備えることがある。変圧器，モ

ータの巻き線，発電機などの誘導性負荷は，電圧インパルスに生じるリンギングを避けるため，波形整形

回路網を慎重に設計する必要がある。インパルス発生器は，正確な電圧インパルスを形成することを目標

としている。インパルス発生器は，絶縁破壊によって生じる放電電流に，十分耐える構造とする。一般的

に，インパルス発生器 No.1（表 A.1 参照）は，インパルス発生器 No.2（表 A.1 参照）よりも，最もよく用

いている。 
  

T1＝波頭長＝T / 0.6 

T2＝波尾長 

時間 

電
圧

 
 
波高値（ピーク値）

O1 



40 
C 5381-341：9999  

  

著作権法により無断での複製，転載等は禁止されております。 

表 A.1－電圧インパルス発生器 

No. 波形 状態 形状 時間及び許容差 波高値の許容差 

1 
1.2/50 
[17] 
[1] 

開回路電圧 
波頭長 1.2 µs ±30 % 

±3 % 
波尾長 50 µs ±20 % 

短絡電流 注記参照 

2 
1.2/50 
[18] 
[12] 

開回路電圧 インパルス発生器の回路を規定 －0 % ～＋5 % 

短絡電流 注記参照 

注記 電流波形は定義していない。 

A.4.3 規定する電流波形を出力するインパルス発生器 

このインパルス発生器は，大電流用部品，及び部品の試験に用いる。 

8/20 電流インパルス波形は，一般的にダンピングファクター（damping factor）が 1 未満の LCR の直列

回路で形成している。これは，負荷側の電圧を充電電圧よりも十分に小さく保つ必要がある（例えば，電

圧比 1：10）。このインパルス発生器は，負荷に流れる電流が，8/20 電流インパルスとなる波形を，形成し

ている。一方，開回路電圧 1.2/50，短絡電流 8/20 のコンビネーション波形発生器は，負荷を短絡したとき

の波形が，8/20 電流インパルスとなる。 

金属酸化物バリスタ MOV 又はヒューズで生じるエネルギー量は，印加した波形で決まる。生じるエネ

ルギー量の範囲は，波形の許容差が厳しいほど減少する。インパルス発生器 No.3（表 A.2 参照）は，波頭

長及び波尾長の許容差が，インパルス発生器 No.4（表 A.2 参照）の 20 %に比べ，10 %のため，最も一般的

に用いており推奨している。 

インパルス発生器 No.5（表 A.2 参照）は，10/350 波形を模擬した，電荷及び I2t で表す電流波形を出力

する。 
 

表 A.2－電流インパルス発生器 

No. 波形 状態 形状 時間及び許容差 波高値の許容差 

3 

8/20 
[14] 
[16] 
[17] 

開回路電圧 注記参照 

短絡電流 
波頭長 8 µs ±10 % ±10 % 

アンダーシュートは

0 %～－20 % 
波尾長 

20 µs ±10 % 

4 
8/20 
[16] 

開回路電圧 注記参照 

短絡電流 
波頭長 8 µs ±20 % ±10 % 

アンダーシュートは

0 %～－30 % 
波尾長 

20 µs ±20 % 

5 
10/350 
[14] 

開回路電圧 注記参照 

短絡電流，Iimp 

電荷（C）：0.5×Iimp 
許容差：－10 % ～＋20 % 

±10 % 
I2t（A2s）：0.25×Iimp 
許容差：－10 % ～＋45 % 

注記 電圧波形は定義していない。通常，指定する電流値のための充電電圧のピーク値を示す。 

A.4.4 規定する電圧波形及び電流波形を出力するインパルス発生器 

1.2/50－8/20 のコンビネーション波形発生器 No.7（表 A.3 参照）は，市販しており，試験所に設置して

いる。No.6（表 A.3 参照）のインパルス発生器を参照することもあるが，ほとんどの人は，No.7 のインパ
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ルス発生器を用いている。 

注記 1 対応国際規格の誤記であり，“No.8（#8）”を“No.6”に修正した。 

10/1 000 インパルス発生器 No.11（表 A.3 参照）及び No.12（表 A.3 参照）も同様である。No.11 のイン

パルス発生器は，市販しており，試験所に設置している。No.12 のインパルス発生器を参照することもあ

るが，ほとんどの人は No.11 のインパルス発生器を用いている。 

10/700 インパルス発生器 No.9（表 A.3 参照）及び No.10（表 A.3 参照）は，用途によって選択している。

通信回線に適用する場合，ITU-T に適合したインパルス発生器 No.10 [19]が，自動的に選択となる。この

発生器は，市販しており，試験所に設置しているため，ほとんどの場合，通常は利用可能である。一般的

な EMC 試験は，JIS C 61000-4-5:2018 に適合したインパルス発生器 No.9 [13]を参照している。JIS C 6950-
1:2016 に適合したインパルス発生器 No.10 は，市販しているが，ITU-T に適合したインパルス発生器に直

列抵抗器を追加して用いることも可能である。 

Telcordia 規格 [21]及び TIA 規格 [22]に適合した追加のインパルス発生器を，表 A.4 に示す。<2/>10 イ

ンパルス発生器は，異なる 2 種類がある。10/700 インパルス発生器 No.19（表 A.4 参照）は，ITU-T に適

合したインパルス発生器 No.10 [19]と似ており，僅かに異なる 3 種類がある。 

注記 2 TIA（Telecommunications Industry Association）とは，米国の通信工業協会の規格である。 

注記 3 ITU-T（International Telecommunication Union Telecommunication Standardization Sector）とは，世

界規模で電気通信を標準化することを目的として勧告を作成する国連機関である。 
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表 A.3－規定する電圧波形及び電流波形を出力するインパルス発生器 

No. 波形 状態 形状 時間及び許容差 波高値の許容差 

6 

1.2/50－8/20 
(1.2/50－7.3/22) 
[20] 
注記 1 参照 

開回路電圧 
波頭長 1.2 µs ±30 % 

±10 % 
波尾長 50 µs ±20 % 

短絡電流 
波頭長 8 µs －31 % ～＋13 % 

±10 % 
波尾長 20 µs －20 % ～＋40 % 

7 

1.2/50－8/20 
[13] 
[21] 
注記 2 参照 

開回路電圧 
波頭長 1.2 µs ±30 % 

±10 % 
波尾長 50 µs ±20 % 

短絡電流 
波頭長 8 µs ±20 % ±10 % 

アンダーシュートは

＋0 %～－30 % 
波尾長 20 µs ±20 % 

8 
<10/>250 
[21] 

開回路電圧 
波頭長 10 µs －60 % ～＋0 % 

－0 % ～＋16 % 
波尾長 250 µs －0 % ～＋60 % 

短絡電流 
波頭長 10 µs －30 % ～0 % 

－0 % ～＋16 % 
波尾長 250 µs －0 % ～＋20 % 

9 
10/700 
[13] 
注記 3 参照 

開回路電圧 
波頭長 10 µs ±30 % 

－0 % ～＋15 % 
波尾長 700 µs ±20 % 

短絡電流 
波頭長 5 µs ±20 % 

－0 % ～＋15 % 
波尾長 320 µs ±20 % 

10 

10/700 
[12] 
[19] 
注記 4 参照 

開回路電圧 
波頭長 10 µs ±30 % 

±10 % 
波尾長 700 µs ±20 % 

短絡電流 
波頭長 5 µs ±20 % 

±10 % 
波尾長 320 µs ±20 % 

11 
<10/>1 000 
[21] 

開回路電圧 
波頭長 10 µs －40 % ～＋0 % 

－0 % ～＋15 % 
波尾長 1 000 µs －0 % ～＋50 % 

短絡電流 
波頭長 10 µs －40 % ～＋0 % 

－0 % ～＋15 % 
波尾長 1 000 µs －0 % ～＋50 % 

12 
10/1 000 
[20] 

開回路電圧 
波頭長 10 µs －50 % ～＋0 % 

±10 % 
波尾長 1 000 µs －0 % ～＋1 000 % 

短絡電流 
波頭長 10 µs －50 % ～＋0 % 

±10 % 
波尾長 1 000 µs ±20 % 

注記 1 No.6 の 1.2/50－8/20 コンビネーション波形発生器[20]の実効出力インピーダンスは，2 Ω±12.5 %で

ある。 
注記 2 No.7 の 1.2/50－8/20 コンビネーション波形発生器[13]の実効出力インピーダンスは，2 Ω±10 %であ

る。 
注記 3 No.9 の 10/700 インパルス波形発生器[13]の短絡電流波形は，単一出力の場合，5/320 で，二つの出力

を備える場合，5/320 である。許容差は，二つの出力を備える場合（通信線 2 線印加の場合），波頭長

5 µs ±20 %，波尾長 320 µs ±20 %及び波高値±10 %である。 
注記 4 No.10 の 10/700 インパルス波形発生器[19]の短絡電流波形は，単一出力の場合，5/320 で，二つの出

力を備える（直列抵抗を追加する）場合，4/250 である。許容差は，二つの出力を備える場合，波頭

長 4 µs ±20 %，波尾長 250 µs ±20 %及び波高値±10 %である。 
注記 5 対応国際規格の誤記であり，注記 3 の“[19]”を“[13]”に修正した。 
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表 A.4－その他の電圧波形及び電流波形を出力するインパルス発生器 

No. 波形 状態 形状 時間及び許容差 波高値の許容差 

13 
<2/>10 
[21] 
注記 1 参照 

開回路電圧 
波頭長 2 µs －50 % ～＋0 % 

－0 % ～＋20 % 
波尾長 10 µs －0 % ～＋70 % 

短絡電流 
波頭長 2 µs －50 % ～＋0 % 

－0 % ～＋20 % 
波尾長 10 µs －0 % ～＋70 % 

14 
<2/>10 
[22] 
注記 2 参照 

開回路電圧 
波頭長 2 µs －50 % ～＋0 % 

－0 % ～＋10 % 
波尾長 10 µs －0 % ～＋90 % 

短絡電流 
波頭長 1 µs －50 % ～＋0 % 

－0 % ～＋25 % 
波尾長 10 µs －0 % ～＋90 % 

15 
<10/>160 
[22] 
注記 3 参照 

開回路電圧 
波頭長 10 µs －40 % ～＋0 % 

－0 % ～＋10 % 
波尾長 160 µs －0 % ～＋63 % 

短絡電流 
波頭長 10 µs －50 % ～＋0 % 

－0 % ～＋15 % 
波尾長 160 µs －0 % ～＋31 % 

17 
<10/>360 
[21] 

開回路電圧 
波頭長 10 µs －25 % ～＋0 % 

－0 % ～＋15 % 
波尾長 360 µs －0 % ～＋30 % 

短絡電流 
波頭長 10 µs －25 % ～＋0 % 

－0 % ～＋15 % 
波尾長 360 µs －0 % ～＋30 % 

18 
<10/>560 
[22] 
注記 4 参照 

開回路電圧 
波頭長 10 µs －40 % ～＋0 % 

－0 % ～＋10 % 
波尾長 560 µs －0 % ～＋54 % 

短絡電流 
波頭長 10 µs －50 % ～＋0 % 

－0 % ～＋15 % 
波尾長 560 µs －0 % ～＋36 % 

19 
“10/700” 
[22] 

開回路電圧 
波頭長 9 µs ±30 % 

－0 % ～＋10 % 
波尾長 720 µs ±20 % 

短絡電流 
波頭長 5 µs ±30 % 

－0 % ～＋10 % 
波尾長 320 µs ±20 % 

注記 1 No.13 の<2/>10 インパルス波形発生器の実効出力インピーダンスは，用途によって変わり，5 Ω，8 
Ω，10 Ω 又は 15 Ω である[21]。 

注記 2 No.14 の<2/>10 インパルス波形発生器の実効出力インピーダンスは，2.5 Ω である[22]。 
注記 3 No.15 の<10/>160 インパルス波形発生器の実効出力インピーダンスは，各出力において 7.5 Ω であ

る[22]。 
注記 4 No.18 の<10/>560 インパルス波形発生器の実効出力インピーダンスは，8 Ω である[22]。 
注記 5 対応国際規格の誤記であり，注記 4 の“No.17（#17）”を“No.18”に修正した。 
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附属書 B 
（参考） 

IEC 60747-6 で規定するサイリスタ用語 

B.1 一般 

この附属書は，サージ防護サイリスタ（TSS）の説明に用いることが可能な用語を示している。 

注記 1 次の細分箇条では，複数の種類のサイリスタに対する類似の定義を，一つの単語に含めており，

その単語は，関連を限定する全てを示している。例えば，単語“アノード電圧，主電圧，又は

サイリスタ電圧”は，片方向サイリスタ，双方向 3 端子サイリスタ及び双方向 2 端子サイリス

タに適用する用語“オン電圧”を示している（表 1 参照）。 

注記 2 幾つか代表的な記号がある場合，最も一般的に用いる記号を示した。 

B.2 サイリスタの種類 

B.2.1 
サイリスタ（一般的な）［thyristor (general)］ 
内部フィードバックによって，二つの安定した状態のいずれかを想定し，持続した制御電流若しくは制

御電圧なしで，又は少なくとも最初にその状態となるために必要な電圧及び電流よりも大幅に少ない電圧

及び電流で，その想定した状態を維持することが可能な，主電流又はオン電流をスイッチングする半導体

部品 

注釈 1 サイリスタは，主電流の一つの方向だけ（片方向サイリスタ），又は両方の方向（双方向サイリ

スタ）のいずれかをスイッチングすることが可能である。 

注釈 2 サイリスタは，通常 PNPN 構造で，追加機能のために，その他必要な要素を追加可能である。 

注釈 3 用語“サイリスタ”は，曖昧さ又は誤解が生じない場合，PNPN 構造の半導体部品の分類とし

て扱ってもよい。特に，略語“サイリスタ”は，以前“シリコン制御整流器（SCR）”と呼ばれ

た，逆阻止 3 端子サイリスタに広く用いている。 

B.2.2 
片方向 3 端子サイリスタ（unidirectional triode thyristor） 
アノード電圧が正極のときだけスイッチングすることが可能な 3 端子サイリスタ 

注釈 1 この定義では，制御回路に接続する第 2 のカソード端子又はアノード端子は，端子数として数

えない。 

B.2.3 
片方向 2 端子サイリスタ（unidirectional diode thyristor） 
アノード電圧が正極のときだけスイッチングすることが可能な 2 端子サイリスタ 

B.2.4 
双方向 3 端子サイリスタ，TRIAC（bidirectional triode thyristor，triac） 
主特性の第一象限及び第三象限で，実質的に同じスイッチングの挙動を示す 3 端子サイリスタ 
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B.2.5 
双方向 2 端子サイリスタ（bidirectional diode thyristor） 
サイリスタの電圧－電流特性の第一象限及び第三象限で，実質的に同じスイッチングの挙動を示す 2 端

子サイリスタ 

B.2.6 
逆阻止 3 端子サイリスタ（reverse-blocking triode thyristor） 
逆方向で阻止状態を示す片方向 3 端子サイリスタ 

注釈 1 曖昧さが生じる可能性がない場合，この用語は，“サイリスタ”と略してもよい。 

B.2.7 
（対称の）逆阻止 3 端子サイリスタ［(symmetrical) reverse-blocking triode thyristor］ 
逆電圧の定格値及びオフ電圧の定格値が等しい又は僅かに異なる逆阻止 3 端子サイリスタ 

B.2.8 
（非対称の）逆阻止 3 端子サイリスタ［(asymmetrical) reverse-blocking triode thyristor］ 
逆電圧の定格値が，オフ電圧の定格値よりも著しく低い逆阻止 3 端子サイリスタ 

B.2.9 
逆導通 3 端子サイリスタ（reverse-conducting triode thyristor） 
順オン電圧と同等の逆電圧で，大電流を逆方向で導通する片方向 3 端子サイリスタ 

B.2.10 
逆阻止 2 端子サイリスタ（reverse-blocking diode thyristor） 
逆方向で阻止状態を示す片方向 2 端子サイリスタ 

B.2.11 
P ゲートサイリスタ（P-gate thyristor） 
ゲート端子をカソードに最も近い P 領域へ接続し，カソード端子に対してゲート端子に正極の信号を

印加することで，通常，オン状態にスイッチングする片方向 3 端子サイリスタ 

B.2.12 
N ゲートサイリスタ（N-gate thyristor） 
ゲート端子をアノードに最も近い N 領域へ接続し，アノード端子に対してゲート端子に負極の信号を

印加することで，通常，オン状態にスイッチングする片方向 3 端子サイリスタ 

B.3 3 端子サイリスタの静的な電圧－電流特性を定義する基本的な用語 

B.3.1 
ゲート端子（gate terminal） 
制御回路への特有の端子 

B.3.2 
ゲート電流（gate current） 
ゲート端子に流れる（制御）電流 
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B.3.3 
主電流（principal current） 
サイリスタがスイッチング（制御）する電流 

B.3.4 
主端子（main terminals） 
主電流が流れる二つの端子 

B.3.5 
（片方向 3 端子サイリスタの）アノード端子［anode terminal (of a unidirectional triode thyristor)］ 
サイリスタがオン状態時に，主電流が制御された回路から流れる主端子 

注釈 1 N ゲートサイリスタの制御回路を接続するための第二のアノード端子を備えてもよい。 

B.3.6 
（片方向 3 端子サイリスタの）カソード端子［cathode terminal (of a unidirectional triode thyristor)］ 
サイリスタがオン状態時に，主電流が制御された回路に流れる主端子 

注釈 1 P ゲートサイリスタの制御回路を接続するための第二のカソード端子を備えてもよい。 

B.3.7 
［双方向 3 端子サイリスタ（TRIAC）の］主端子 1，MT1〔main terminal 1 [of a bidirectional triode 
thyristor (triac)] (MT1)〕 

TRIAC 製造業者が，主電流に加え，制御電流も導通することを意図した主端子 

注釈 1 例えば，シリコン双方向スイッチ（SBS，Silicon Bilateral Switch）サイリスタのように，幾つか

の双方向 3 端子サイリスタは，完全に対称である。この場合，製造業者が（MT1 を）選択する

ことは任意であり，使用者は，ゲート電流を制御回路から，必要な極性を備える主端子のいず

れにも戻すことが可能である。 

B.3.8 
［双方向 3 端子サイリスタ（TRIAC）の］主端子 2，MT2〔main terminal 2 [of a bidirectional triode 
thyristor (triac)] (MT2)〕 

TRIAC 製造業者が，主端子 1 を指定した後の他方の主端子 

B.3.9 
アノード－カソード間電圧（anode-cathode voltage） 
（片方向 3 端子サイリスタの）アノード電圧［anode voltage (of a unidirectional triode thyristor)］ 
アノード端子とカソード端子との間の電圧（電位差） 

B.3.10 
主電圧（principal voltage） 
主端子間の電圧（電位差） 

注釈 1 片方向 3 端子サイリスタの場合，主電圧は，アノードの電位がカソードの電位よりも高い場合，

正極性といい，アノードの電位がカソードの電位よりも低い場合，負極性という。したがって，

これらのサイリスタでは，“主電圧”と“アノード－カソード間電圧”とは，同義である。 

注釈 2 双方向 3 端子サイリスタの場合，主電圧の極性（主端子 1 及び主端子 2 に関する）を，指定す

る。 
  



47 
C 5381-341：9999  

 

著作権法により無断での複製，転載等は禁止されております。 

B.3.11 
（静的な）電圧－電流特性［(static) voltage-current characteristic］ 
（片方向 3 端子サイリスタの）（静的な）主特性［(static) principal characteristic (of a unidirectional triode 
thyristor)］ 
内部が電気的及び熱的に平衡の状態で，指定する仮想接合温度における，アノード電圧とアノード電流

とを関連付けする，通常，グラフで表す関数 

注釈 1 適用する場合，この特性は，ゲート電流をパラメータとしてもよい。 

注釈 2 静的な特性及び動的な特性を区別する場合を除き，単語“静的な”は，通常，省略している。 

B.3.12 
（双方向 3 端子サイリスタの）（静的な）主特性［(static) principal characteristic (of a bidirectional triode 
thyristor)］ 
内部が電気的及び熱的に平衡の状態で，指定する仮想接合温度における，主電圧と主電流とを関連付け

する，通常，グラフで表す関数 

注釈 1 適用する場合，この特性は，ゲート電流をパラメータとしてもよい。 

注釈 2 静的な特性及び動的な特性を区別する場合を除き，単語“静的な”は，通常，省略している。 

B.4 2 端子サイリスタの静的な電圧－電流特性を定義する基本的な用語 

B.4.1 
（片方向 2 端子サイリスタの）アノード端子［anode terminal (of a unidirectional diode thyristor)］ 
サイリスタがオン状態時に，電流が外部回路から流れる端子 

B.4.2 
（片方向 2 端子サイリスタの）カソード端子［cathode terminal (of a unidirectional diode thyristor)］ 
サイリスタがオン状態時に，電流が外部回路に流れる端子 

B.4.3 
（双方向 2 端子サイリスタの）端子 1［terminal 1 (of a bidirectional diode thyristor)］ 
製造業者が“1”と指定する端子 

B.4.4 
（双方向 2 端子サイリスタの）端子 2［terminal 2 (of a bidirectional diode thyristor)］ 
製造業者が“2”と指定する端子 

B.4.5 
アノード－カソード間電圧（anode-cathode voltage） 
（片方向 3 端子サイリスタの）アノード電圧［anode voltage (of a unidirectional diode thyristor)］ 
アノード端子とカソード端子との間の電圧 

注釈 1 アノード－カソード間電圧は，アノードの電位がカソードの電位よりも高い場合，正極性とい

い，アノードの電位がカソードの電位よりも低い場合，負極性という。 

B.4.6 
（双方向 2 端子サイリスタの）サイリスタ電圧［thyristor voltage (of a bidirectional diode thyristor)］ 
二つの端子間の電圧 
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注釈 1 サイリスタ電圧の極性（端子 1 及び端子 2 に関する）を，指定する。 

B.4.7 
（片方向 2 端子サイリスタの）（静的な）特性［(static) characteristic (of a unidirectional diode thyristor)］ 
内部が電気的及び熱的に平衡の状態で，指定する仮想接合温度における，アノード電圧とアノード電流

とを関連付けする，通常，グラフで表す関数 

注釈 1 静的な特性及び動的な特性を区別する場合を除き，単語“静的な”は，通常，省略している。 

B.4.8 
（双方向 2 端子サイリスタの）（静的な）特性［(static) characteristic (of a bidirectional diode thyristor)］ 
内部が電気的及び熱的に平衡の状態で，指定する仮想接合温度における，サイリスタ電圧とサイリスタ

電流とを関連付けする，通常，グラフで表す関数 

注釈 1 静的な特性及び動的な特性を区別する場合を除き，単語“静的な”は，通常，省略している。 

B.5 3 端子サイリスタ及び 2 端子サイリスタの静的な電圧－電流特性の詳細 

B.5.1 
オン状態（on state） 
スイッチングが生じる象限内で，特性（図 B.1 及び図 B.2 参照）の低抵抗な領域に該当するサイリスタ

の状態 
 

 
 曲線 A ゲート電流がゼロ 
曲線 B ゲート電流がゼロよりも大きい 
曲線 a) 逆阻止サイリスタ 
曲線 b) 非対称のサイリスタ 
曲線 c) 逆導通サイリスタ 
 

図 B.1－片方向サイリスタの静的な電圧－電流特性の詳細 
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 曲線 A 双方向 2 端子サイリスタ又はゲート電流がゼロのときの双方向 3 端子サイリスタ 
曲線 B ゲート電流がゼロよりも大きいときの双方向 3 端子サイリスタ 
 

図 B.2－双方向サイリスタの静的な電圧－電流特性の詳細 

B.5.2 
オフ状態（off state） 
スイッチングが生じる象限内で，特性の原点とブレークオーバポイントとの間の領域に該当するサイリ

スタの状態 

B.5.3 
逆阻止状態（reverse-blocking state） 
原点と逆ブレークダウン領域の開始との間の逆電圧に該当する，逆阻止又は非対称のサイリスタの状態 

B.5.4 
逆ブレークダウン領域（reverse breakdown region） 
特性の逆ブレークダウンが生じる領域 

B.5.5 
逆導通状態（reverse-conducting state） 
逆導通 3 端子サイリスタの，特性の第三象限に該当する状態 

B.5.6 
負性微分抵抗領域（negative differential resistance region） 
特性の微分抵抗が負極性（負の傾き）となる任意の領域 

B.5.7 
ブレークオーバポイント（breakover point） 

第二象限 

主
電

流
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第三象限 

（第一象限を反転） 

第四象限 

 

主電圧 

サイリスタ電圧 V ブレークオーバ電圧 

オフ状態 

最小オン電圧 

保持電流 

 

負性微分抵抗領域 ブレークオーバポイント 

ブレークオーバ電流 

オン状態 
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スイッチングが生じる象限内で，オフ電圧が最大値に達し，微分抵抗がゼロとなる点 

B.6 主電圧の定格及び特性に関連する用語 

B.6.1 
ブレークオーバ電圧，V(BO)［breakover voltage，V(BO)］ 
ブレークオーバポイントの電圧 

B.6.2 
（片方向サイリスタの）逆電圧，VR［reverse voltage (of a unidirectional thyristor)，VR］ 
負極性のアノード電圧 

B.6.3 
（片方向サイリスタの）繰返しピーク逆電圧，VRRM［repetitive peak reverse voltage (of a unidirectional 
thyristor)，VRRM］ 
繰返しのない過渡電圧を除き，繰り返して生じる過渡電圧を含む，逆電圧のピーク値 

注釈 1 繰返し電圧は，通常，回路の関数であり，部品の電力損失を高める。繰返しのない過渡電圧は，

通常，外的要因に起因し，その影響は，次の過渡電圧が生じる前に，完全に消失すると推定す

る。 

B.6.4 
オン電圧，VT（on-state voltage，VT） 
サイリスタがオン状態でのアノード電圧，主電圧又はサイリスタ電圧 

B.6.5 
オフ電圧，VD（off-state voltage，VD） 
サイリスタがオフ状態でのアノード電圧，主電圧又はサイリスタ電圧 

B.6.6 
繰返しピークオフ電圧，VDRM（repetitive peak off-state voltage，VDRM） 
繰返しのない過渡電圧を除き，繰り返して生じる過渡電圧を含む，オフ状態での電圧のピーク値 

注釈 1 繰返し電圧は，通常，回路の関数であり，部品の電力損失を高める。繰返しのない過渡電圧は，

通常，外的要因に起因し，その影響は，次の過渡電圧が生じる前に，完全に消失すると推定す

る。 

B.6.7 
非繰返しピークオフ電圧（non-repetitive peak off-state voltage） 

注釈 1 定義は B.6.8 と等しい。 

B.6.8 
ピーク過渡オフ電圧，VDSM（peak transient off-state voltage，VDSM） 
繰返しのない過渡オフ電圧のピーク値 

注釈 1 繰返し電圧は，通常，回路の関数であり，部品の電力損失を高める。繰返しのない過渡電圧は，

通常，外的要因に起因し，その影響は，次の過渡電圧が生じる前に，完全に消失すると推定す

る。 

注釈 2 用語“非繰返しピークオフ電圧”を優先することが望ましい。 
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B.6.9 
臨界オフ電圧上昇率，(dvD/dt)cr［critical rate of rise of off-state voltage，(dvD/dt)cr］ 
オフ状態からオン状態へのスイッチングで生じる，オフ電圧の上昇率の最大値 

注釈 1 上昇率の測定方法は指定する。 

注釈 2 曖昧さが生じる可能性がない場合，より短い表現“dv/dt”を用いてもよい。 

注釈 3 （注釈 1 と同じ記載内容なので，記載を省略した。） 

注釈 4 曖昧さが生じる可能性がない場合，より短い表現“dv(com)/dt”を用いてもよい。 

B.7 主電流の定格及び特性に関連する用語 

B.7.1 
ブレークオーバ電流，I(BO)［breakover current，I(BO)］ 
ブレークオーバポイントのアノード電流，主電流又はサイリスタ電流 

B.7.2 
（片方向サイリスタの）逆電流，IR［reverse current (of a unidirectional thyristor)，IR］ 
負極性のアノード電圧によるアノード電流 

B.7.3 
（逆導通サイリスタの）逆導通電流，IRC［reverse-conducting current (of a reverse-conducting thyristor)，
IRC］ 
逆導通サイリスタの逆電流 

B.7.4 
平均逆導通電流，IRC(AV)［mean reverse-conducting current，IRC(AV)］ 
全ての周期（サイクル）で平均化した逆導通電流の値 

B.7.5 
過負荷逆導通電流，IRC(OV)［overload reverse-conducting current，IRC(OV)］ 
仮想接合温度の最大定格を超えないために継続時間を制限するが，連続通電した場合，仮想接合温度の

最大定格を超える原因となる逆導通電流 

注釈 1 通常の動作電圧で動作中，部品は，用途によって要求する頻度で過負荷電流にさらされてもよ

い。 

注釈 2 特に明記しない場合，過負荷逆導通電流の定格（制限）値の仕様は，逆導通電流の定格値と実

質的に同じ波形であることを参照する。 

B.7.6 
サージ逆導通電流，IRCSM（surge reverse-conducting current，IRCSM） 
部品の耐用年数の間に，異常な回路状態（例えば，故障）の結果，限られた回数だけ生じると仮定す

る，仮想接合温度の最大定格を超える原因となる又は超える可能性がある，短時間及び規定する波形の逆

導通電流パルス 

B.7.7 
（片方向サイリスタの）逆阻止電流，IR［reverse blocking current (of a unidirectional thyristor)，IR］ 
サイリスタが逆阻止状態での逆電流 
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B.7.8 
オン電流，IT（on-state current，IT） 
サイリスタがオン状態でのアノード電流，主電流又はサイリスタ電流 

B.7.9 
平均オン電流，IT(AV)［mean on-state current，IT(AV)］ 
全ての周期（サイクル）で平均化したオン電流の値 

B.7.10 
実効オン電流，IT(RMS)［RMS on-state current，IT(RMS)］ 
全ての周期（サイクル）で平均化したオン電流の実効値 

B.7.11 
ピーク正弦波オン電流，ITM［peak sinusoidal on-state current，ITM］ 
過渡電流を除く正弦波オン電流のピーク値 

B.7.12 
繰返しピークオン電流，ITRM［repetitive peak on-state current，ITRM］ 
繰り返して生じる過渡電流を含む，オン状態での電流のピーク値 

B.7.13 
過負荷オン電流，IT(OV)［overload on-state current，IT(OV)］ 
仮想接合温度の最大定格を超えないために継続時間を制限するが，連続通電した場合，仮想接合温度の

最大定格を超える原因となるオン電流 

注釈 1 通常の動作電圧で動作中，部品は，用途によって要求する頻度で過負荷電流にさらされてもよ

い。 

注釈 2 特に明記しない場合，過負荷オン電流の定格（制限）値の仕様は，逆導通電流の定格値と実質

的に同じ波形であることを参照する。 

B.7.14 
サージオン電流，ITSM［surge on-state current，ITSM］ 
部品の耐用年数の間に，異常な回路状態（例えば，故障）の結果，限られた回数だけ生じると仮定す

る，仮想接合温度の最大定格を超える原因となる又は超える可能性がある，短時間及び規定する波形のオ

ン電流パルス 

B.7.15 
（サージオン電流の）I2t値，I2t［I2t value (of a surge on-state current)，I2t］ 
サージオン電流の最大定格値の仕様のために用い，指定する短い積分時間 tiによって次式で求める値 

i
2 2

0

d
t

I t i t   

B.7.16 
ピーク非破壊電流，IRSMC［peak case non-rupture current，IRSMC］ 
指定する条件の波形及び継続時間の逆電流パルスにおける，ケースの破損又はケースからの放電を避け

るために超えることが望ましくない逆電流のピーク値 

注釈 1 この定義は，ピーク非破壊電流によって部品は，ケースからの放電がなく，ケースの一部の破
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損がなく，部品外部の溶融又は部品から炎の噴出がない状態で，小さな亀裂は許容することを

意味している。 

注釈 2 大形のサイリスタ組立品において，複数のサイリスタの一つが逆ブレークダウンになった場合，

非常に大きな逆電流が生じることがある。大形のサイリスタ（複数のサイリスタで構成）は，

ピーク非破壊電流 IRSMC 値よりも大きなサージオン電流 ITSM のピーク値を備えることがあり，

この場合，サージオン電流 ITSM のピーク値から選定したヒューズで，ケースの破損に対する保

護を行うことは，不可能である。 

B.7.17 
非破壊 I2t値，IRSC

2t［case non-rupture I2t value，IRSC
2t］ 

指定する条件の波形及び継続時間の逆電流パルスにおける，ケースの破損又はケースからの放電を避け

るために超えることが望ましくない，次式で求める IRSC
2t（ピーク非破壊電流 IRSC の電流二乗時間積）値 

p

2 2
RSC R

0

d
t

I t i t   

ここで，tpは，逆電流パルスの継続時間を示す。 

注釈 1 この定義は，非破壊 I2t によって部品は，ケースからの放電がなく，ケースの一部の破損がなく，

部品外部の溶融又は部品から炎の噴出がない状態で，小さな亀裂は許容することを意味してい

る。 

注釈 2 大形のサイリスタ組立品において，複数のサイリスタの一つが逆ブレークダウンになった場合，

非常に大きな逆電流が生じることがある。大形のサイリスタ（複数のサイリスタで構成）は，

非破壊 I2t（IRSC
2t）値よりも大きな（オン状態の）I2t 値を備えることがあり，この場合，（オン

状態の）I2t 値から選定したヒューズで，ケースの破損に対する保護を行うことは，不可能であ

る。 

B.7.18 
臨界オン電流上昇率，(diT/dt)cr［critical rate of rise of on-state current，(diT/dt)cr］ 
サイリスタに有害な影響がなく耐えることが可能な，オン電流の上昇率の最大値 

B.7.19 
保持電流，IH（holding current，IH） 
サイリスタがオン状態を保持可能な最小のアノード電流，主電流又はサイリスタ電流 

B.7.20 
オフ電流，ID（off-state current，ID） 
サイリスタがオフ状態でのアノード電流，主電流又はサイリスタ電流 

B.8 ゲート電圧及びゲート電流の定格及び特性に関連する用語 

B.8.1 
ゲート電圧，VG（gate voltage，VG） 
片方向 3 端子サイリスタで P ゲートサイリスタの場合，ゲート端子とカソード端子との間の電圧 
片方向 3 端子サイリスタで N ゲートサイリスタの場合，ゲート端子とアノード端子との間の電圧 
双方向 3 端子サイリスタの場合，ゲート端子と指定する主端子との間の電圧 
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B.8.2 
ゲート電流，IG（gate current，IG） 
ゲート端子に流れる（制御）電流 

B.8.3 
順ゲート電圧，VFG（forward gate voltage，VFG） 

P ゲートサイリスタの場合，ゲートとカソードとの間の正極の電圧 
N ゲートサイリスタの場合，ゲートとアノードとの間の負極の電圧 

B.8.4 
ピーク順ゲート電圧，VFGM（peak forward gate voltage，VFGM） 
全ての過渡電圧を含む，順ゲート電圧のピーク値 

B.8.5 
逆ゲート電圧，VRG（reverse gate voltage，VRG） 

P ゲートサイリスタの場合，ゲートとカソードとの間の負極の電圧 
N ゲートサイリスタの場合，ゲートとアノードとの間の正極の電圧 

B.8.6 
ピーク逆ゲート電圧，VRGM（peak reverse gate voltage，VRGM） 
全ての過渡電圧を含む，逆ゲート電圧のピーク値 

B.8.7 
順ゲート電流，IFG（forward gate current，IFG） 

P ゲートサイリスタの場合，正極のゲート電流 
N ゲートサイリスタの場合，負極のゲート電流 

B.8.8 
ピーク順ゲート電流，IFGM（peak forward gate current，IFGM） 
全ての過渡電流を含む，順ゲート電流のピーク値 

B.8.9 
逆ゲート電流，IRG（reverse gate current，IRG） 

P ゲートサイリスタの場合，負極のゲート電流 
N ゲートサイリスタの場合，正極のゲート電流 

B.8.10 
ピーク逆ゲート電流，IRGM（peak reverse gate current，IRGM） 
全ての過渡電流を含む，逆ゲート電流のピーク値 

B.8.11 
ターンオンゲート電圧，VFGT（turn-on gate voltage，VFGT） 
サイリスタがターンオン中の時間間隔での順ゲート電圧 

B.8.12 
ターンオンゲート駆動電圧，VFGT（turn-on gate drive voltage，VFGT） 
ターンオンゲート駆動電流を流すために必要なゲート電圧 
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B.8.13 
オン状態ゲートバイアス電圧，VFGB（on-state gate bias voltage，VFGB） 
サイリスタがターンオン後の時間間隔での順ゲート電圧 

B.8.14 
ターンオンゲート電流，IFGT（turn-on gate current，IFGT） 
サイリスタがターンオン中の時間間隔での順ゲート電流 

B.8.15 
ピークターンオンゲート駆動電流，IFGTM（peak turn-on gate drive current，IFGTM） 
ターンオンゲート駆動電流パルスのピーク値 

B.8.16 
オフゲートバイアス電流，IRGB（off-state gate bias current，IRGB） 
サイリスタがターンオフ後の時間間隔での逆ゲート電流 

B.8.17 
ゲートトリガ電流，IGT（gate trigger current，IGT） 
指定する条件でサイリスタを確実にトリガするために必要な最小ゲート電流 

B.8.18 
ゲートトリガ電圧，VGT（gate trigger voltage，VGT） 
ゲートトリガ電流を流すために必要なゲート電圧 

B.8.19 
ゲート非トリガ電流，IGD（gate non-trigger current，IGD） 
指定する条件でサイリスタを確実にトリガしないゲート回路内の不要電流の最大値 

B.8.20 
ゲート非トリガ電圧，VGD（gate non-trigger voltage，VGD） 
ゲート非トリガ電流に関連したゲート電圧 

B.9 電力損失，エネルギー及び損失の定格及び特性に関連する用語 

注記 1 ここでは，3 端子サイリスタの用語及び定義を記載している。必要に応じて，この用語及び定

義は，2 端子サイリスタにも適用する。 

注記 2 電力損失，エネルギー及び損失に関する全ての定義は，特に規定がない場合，アノード電流と

アノード電圧との積又は主電流と主電圧との積を示す。 

B.9.1 
逆電力損失，PR（reverse power，PR） 
サイリスタが逆阻止状態のときの電力損失 

注釈 1 特に規定がない場合，この用語は，ターンオフ時間の終わりと逆阻止状態からオフ状態（電流

がゼロ又は電圧がゼロ）に変わるまでとの間の時間間隔での電力損失を示す。 

B.9.2 
（逆導通サイリスタの）逆導通電力損失，PRC［reverse-conducting power (of a reverse-conducting 
thyristor)，PRC］ 
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サイリスタが逆導通状態のときの電力損失 

注釈 1 特に規定がない場合，この用語は，ターンオフ時間の終わりと逆導通状態からオフ状態（電流

がゼロ又は電圧がゼロ）に変わるまでとの間の時間間隔での電力損失を示す。 

B.9.3 
オフ電力損失，PD（off-state power，PD） 
サイリスタがオフ状態のときの電力損失 

B.9.4 
オン電力損失，PT（on-state power，PT） 
サイリスタがオン状態のときの電力損失 

注釈 1 特に規定がない場合，この用語は，ターンオン時間の終わりとターンオフ時間の始まりとの間

の時間間隔での電力損失を示す。 
 

  

 a) オン電圧（VT）－オン電流（IT）特性の近似 b) 逆電圧（VR）－逆電流（IR）特性の近似 
 

図 B.3－オン特性及び逆導通特性の近似 

B.9.5 
オン特性の近似直線［図 B.3 の a)参照］〔straight-line approximation of the on-state characteristic [see Figure 
B.3 a)]〕 
オン電圧（VT）－オン電流（IT）特性を近似する特性上の指定する二つの点を結んだ直線 

B.9.6 
オン抵抗勾配，rT（on-state slope resistance，rT） 
オン特性の近似直線の勾配から計算する抵抗値 

B.9.7 
オン状態のしきい（閾）値電圧，VT(TO)，V(TO)［on-state threshold voltage，VT(TO), V(TO)］ 
オン特性の近似直線と電圧軸との交点でのオン電圧値 

B.9.8 
逆導通特性の近似，逆導通特性の近似直線［図 B.3 の b)参照］〔approximation of the reverse-conducting 
characteristic [see Figure B.3 b)]，straight-line approximation of the reverse-conducting characteristic〕 
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逆電圧（VR）－逆電流（IR）特性を近似する特性上の指定する二つの点を結んだ直線 

B.9.9 
逆導通抵抗勾配，rRC（reverse-conducting slope resistance，rRC） 
逆導通特性の近似直線の勾配から計算する抵抗値 

B.9.10 
逆導通のしきい（閾）値電圧，VRC(TO)［reverse-conducting threshold voltage，VRC(TO)］ 
逆導通特性の近似直線と電圧軸との交点での逆電圧値 

B.10 記号 

B.10.1 一般 

追加する一般的な下付き添字を表 B.1 に示す。 
 

表 B.1－追加する一般的な下付き添字 

下付き添字 意味 備考 
A，a アノード（Anode）  
B バイアス（Bias） 最後の下付き添字だけ 
B 基本（Basic） 最後の下付き添字だけ 
(BO) ブレークオーバ（Breakover）  
D，d オフ状態（Off-state）  
G，g ゲート（Gate）  
H 保持（Holding）  
K，k カソード（Cathode）  
RC 逆導通（Reverse-conducting）  
T オン状態（On state）  
T，t ターンオン，トリガ（Turn-on，trigger）  
T サイリスタ（Thyristor）  

B.10.2 記号 

サイリスタ分野で用いる推奨する記号を，表 B.2～表 B.7 に示す。これらの記号は，一般的な規則に従

って決めている。 
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表 B.2－主電圧，アノード電圧及びカソード電圧 

用語及び名称 記号 備考 
オフ電圧 VD  
ピークオフ電圧 VDM  
繰返しピークオフ電圧 VDRM  
ブレークオーバ電圧 V(BO)  
オン電圧 VT  
最小オン電圧 VTMIN  
オン状態のしきい（閾）値電圧 VT(TO)  
逆電圧 VR  
繰返しピーク逆電圧 VRRM  
逆導通のしきい（閾）値電圧 VRC(TO)  

 
表 B.3－主電流，アノード電流及びカソード電流 

用語及び名称 記号 備考 
オフ電流 ID  
ブレークオーバ電流 I(BO)  
保持電流 IH  
オン電流 IT  
過負荷オン電流 IT(OV)  
繰返しピークオン電流 ITRM  
サージオン電流 ITSM  
逆阻止電流 IR  
繰返しピーク逆電流 IRRM  
逆リカバリ電流 IRR  
逆導通電流 IRC  
ピーク逆導通電流 IRCM  
過負荷逆導通電流 IRC(OV)  
サージ逆導通電流 IRCSM  

 

注記 対応国際規格の誤記であり，過負荷オン電流の記号“I(OV)”を“IT(OV)”に修正した。 
 

表 B.4－ゲート電圧 

用語及び名称 記号 備考 
順ゲート電圧 VFG  
ピーク順ゲート電圧 VFGM  
逆ゲート電圧 VRG  
ピーク逆ゲート電圧 VRGM  
ゲートトリガ電圧 VGT  
最小ゲートトリガ電圧 VGTMIN  
ゲート非トリガ電圧 VGD  
ゲートターンオフ電圧 VGQ  
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表 B.5－ゲート電流 

用語及び名称 記号 備考 
順ゲート電流 IFG  
ピーク順ゲート電流 IFGM  
逆ゲート電流 IRG  
ゲートトリガ電流 IGT  
ゲート非トリガ電流 IGD  

 
表 B.6－諸量 

用語及び名称 記号 備考 
オン抵抗勾配 rT  
臨界整流電圧上昇率 dv/dt(c)，(dv/dt(com)) 逆導通 3 端子サイリスタの場合，

dv/dt(c) を推奨している。 
オン電流パルスの合計エネルギー EP，Wp  
逆導通抵抗勾配 rRC  
（仮想）接合温度 TJ，TVJ  
最大接合温度 TJM  
保管温度範囲 Tstg  

 
表 B.7－電力損失 

用語及び名称 記号 備考 
オン電力損失 PT  
逆電力損失 PR 逆阻止及び逆導通サイリスタの場合 
オフ電力損失 PD  
逆導通電力損失 PRC  
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附属書 C 
（参考） 

追加パラメータの試験 

C.1 一般 

製造業者は，この附属書に示す熱試験及びゲート付き TSS の試験を，通常，製品発売のための検証試験

の一部として実施している。 

C.2 温度ディレーティング 

この試験の目的は，指定する温度範囲内での動作の信頼性を確保するために，TSS のディレーティング

曲線を確認することである。TSS の定格は，高温と同様に低温でもディレーティングしてもよい。繰返し

ピークオフ電圧 VDRM，繰返しピーク逆電圧 VRRM，繰返しピーク順電流 IFRM，非繰返しサージ順電流 IFSM，

非繰返しピークインパルス電流 IPP，繰返しピークオン電流 ITRM，サージオン電流 ITSM 及び臨界オン電流上

昇率 di/dt に関する定格の試験方法では，試験温度によるストレスレベルを適切に調整する装置を用いる。

電力ディレーティングは，決定した熱抵抗 Rthの値を用いて，最大接合温度及び指定する基準点（周囲，ケ

ース又はリード線）の温度のための最大電力を計算することで確認が可能である。 

注記 1 対応国際規格の誤記であり，“VRM”を“VRRM”に修正した。 

C.3 熱抵抗，Rth 

この試験の目的は，TSS の連続電力容量を，決定することである。試験回路は，図 C.1 に示す試験回路

と機能的に等価にする。電力を印加する直前に，温度依存特性の値を基準温度で測定する。次に，一定電

力をサイリスタに印加する。温度依存特性の測定を可能とするため，短い時間（デューティ比 2 %未満），

電力を遮断する。これらの測定値が安定したとき，定常状態条件に達したことになる。事前の温度特性評

価から，電力印加前及び安定状態での測定結果は，接合温度の値に換算することが可能である。安定した

接合温度が，サイリスタの最大接合温度 TJMの＋0 %～－20 %の範囲外になった場合，印加する電力を適切

な値に調整し，範囲内になるまで，試験を継続する。測定値を熱抵抗 Rthとして表すことは，異なる基準温

度及び接合温度での電力容量の計算を可能にする。Rth の値を求める式を，次に示す。 

接合部から周囲への熱抵抗： 

RthJA＝ (TJPK－TA) / PTOT（単位：K/W） 

接合部からケースへの熱抵抗： 

RthJC＝ (TJPK－TC) / PTOT（単位：K/W） 

接合部からリードへの熱抵抗： 

RthJL＝ (TJPK－TL) / PTOT（単位：K/W） 
 

ここで， TA： 周囲の基準温度（K） 
 TC： 冷却によって一定に保持したケースの基準温度（K） 
 TL： 冷却によって一定に保持したリードの基準温度（K） 
 TJPK： 接合温度のピーク値 0.8TJM＜TJPK＜TJM（K） 
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 PTOT： 電力の大きさ（W） 

TSS のスイッチング及び順導通の各極性は，別々に試験及び測定を実施する。測定中，測定条件が整い，

測定値を読み取るまでには時間を要する。この間に接合温度が冷えるため，計算した温度は低くなる。こ

の温度の誤差は，電力の遮断後に連続的に測定し，電力の遮断からの温度低下を推定することで修正が可

能である。 
 

 
 記号説明 
TSS 供試品 
CT 直流電流プローブ又は同等品 
TG1 温度に敏感な特性測定のための装置 
TG2 一定電力電源 
S1 TG1 と TG2 とを切り替えるスイッチ 
ZD1 V(BO) 未満に電圧を制限する 
CRO 2 チャンネルのオシロスコープ又は同等品 
- - - - TG1 及び S1 は同期させる 
I CRO の電流端子 
V CRO の電圧端子 
 

図 C.1－T 熱抵抗及びインピーダンスの試験回路 

C.4 過渡熱インピーダンス，Zth(t) 

この試験の目的は，指定する電力パルスの継続時間 t における TSS の電力容量を，決定することである。

試験回路は，図 C.1 に示す試験回路と機能的に等価にする。電力パルスを印加する直前に，温度依存特性

の値を基準温度で測定する。次に，一定電力のパルスを指定する継続時間の間，印加する。電力パルス印

加後，直ちに温度依存特性を測定する。事前の温度特性評価から，これら二つの測定結果は，接合温度の

値に換算することが可能である。電力パルス印加後の温度が，サイリスタの最大接合温度 TJMの＋0 %～－

20 %の範囲外になった場合，印加する電力パルスを適切な値に調整し，範囲内になるまで，試験を繰り返

す。この場合，サイリスタが再び熱平衡となるまで，適切な試験間隔をとらなければならない。測定値を

熱インピーダンス Zth(t)として表すことは，異なる基準温度及び接合温度での電力容量の計算を可能にする。

Zth(t)の値を求める式を，次に示す。 

指定する継続時間 t における接合部から周囲への過渡熱インピーダンス： 

ZthJA(t)＝ (TJPK－TA) / PTOT（単位：K/W） 

指定する継続時間 t における接合部からケースへの過渡熱インピーダンス： 

ZthJC(t)＝ (TJPK－TC) / PTOT（単位：K/W） 
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指定する継続時間 t における接合部からリードへの過渡熱インピーダンス： 

ZthJL(t)＝ (TJPK－TL) / PTOT（単位：K/W） 
 

ここで， TA： 周囲の基準温度（K） 
 TC： 冷却によって一定に保持したケースの基準温度（K） 
 TL： 冷却によって一定に保持したリードの基準温度（K） 
 TJPK： 接合温度のピーク値 0.8TJM＜TJPK＜TJM（K） 
 PTOT： 電力パルスの大きさ（W） 
 t： 電力パルスのパルス幅（s） 

TSS のスイッチング及び順導通の各極性は，別々に試験及び測定を実施する。電力パルス印加後，測定

条件が整い，測定値を読み取るまでには時間を要する。この間に接合温度が冷えるため，計算した温度は

低くなる。この温度の誤差は，電力パルスの印加後に，連続的に測定し，電力パルス印加後の温度低下を

推定することで修正が可能である。特に要求事項がない場合，Zth(t)の値は，100 µs から定常状態の動作に

近い継続時間までの間で決定し，グラフで表すことが望ましい（図 C.2 参照）。 
 

 

図 C.2－熱インピーダンスの時間特性 

C.5 オン状態のゲート逆電流，IGAT，IGKT 

この試験の目的は，TSS がオン状態のとき，ゲート端子電圧を印加し，ゲート端子に流れる電流を決定

することである。図 C.3 に示す適切な回路を用いて，指定するゲートバイアス電圧 VGG をゲートに印加し，

TSS の防護端子間に接続した試験波形（高電圧パルス）発生器で，TSS をオン状態にスイッチングする。

ゲート電流は，指定するオン電流 ITで測定する。この試験波形発生器及びオン電流 ITの値は，交流又は直

流でのオン電圧 VTの決定（7.4.6 参照）に用いた発生器及びオン電流 IT の値と等しくする。この試験では，

P ゲートサイリスタにおけるオン状態のゲート逆電流 IGAT，又は P ゲートサイリスタにおけるオン状態のゲ

ート逆電流 IGKTを決定する。 

ゲート付き TSS のスイッチング極性は，別々に試験及び測定を実施する。この試験は，直列ゲート阻止

ダイオードを内蔵した TSS だけに適用する。 
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 記号説明 
TSS 供試品 
A1 ピーク電流計（オン電流 IT に設定する） 
A2 ピーク電流計 
D 直列ゲート阻止ダイオード 
PG 指定する特性の高電圧パルス発生器 
PS 直流電源（指定するゲートバイアス電圧 VGGに設定する） 
R1 抵抗器（オン電流 IT に調整する） 
 

図 C.3－オン状態のゲート逆電流 IGAT，IGKT の試験回路 

C.6 順導通状態のゲート逆電流，IGAF，IGKF 

この試験の目的は，順導通 TSS が導通状態のとき，ゲート端子電圧を印加し，ゲート端子に流れる電流

を決定することである。図 C.4 に示す適切な回路を用いて，指定するゲートバイアス電圧 VGG をゲートに

印加し，TSS の防護端子間に接続した試験波形（高電圧パルス）発生器で TSS を順導通状態とする。ゲー

ト電流は，指定する順電流 IF で測定する。この試験波形発生器及び順電流 IFの値は，交流又は直流での順

電圧 VF の決定（7.4.9 参照）に用いた発生器及び順電流 IFの値と等しくする。この試験では，P ゲートサイ

リスタにおける順導通状態のゲート逆電流 IGAF，又は P ゲートサイリスタにおける順導通状態のゲート逆

電流 IGKFを決定する。 

この試験は，直列ゲート阻止ダイオードを内蔵した順導通 TSS だけに適用する。 
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 記号説明 
TSS 供試品 
A1 ピーク電流計（順電流 IF に設定する） 
A2 ピーク電流計 
D 直列ゲート阻止ダイオード 
PG 指定する特性の高電圧パルス発生器 
PS 直流電源（指定するゲートバイアス電圧 VGGに設定する） 
R1 抵抗器（オン電流 IT に調整する） 
 

図 C.4－順導通状態のゲート逆電流 IGAF，IGKF の試験回路 

C.7 ゲートスイッチング電荷，QGS 

この試験の目的は，TSS が電圧を制限するときのゲート容量を決定するために，ゲート端子に供給する

電荷を決定することである。図 C.5 又は図 C.6 に示す適切な回路を用いて，指定するゲートバイアス電圧

VGG をゲートに印加し，TSS の防護端子間に接続した試験波形発生器で TSS をオン状態にスイッチングす

る。ゲート電荷は，電圧を制限中のゲート電流を記録し，それを積分することで測定する（図 C.7 の例を

参照）。試験波形発生器は，早い上昇率でのブレークオーバ電圧 V(BO)の決定（7.4.5 参照）に用いた発生器

と同等とする。 

ゲート付き TSS のスイッチング極性は，別々に試験及び測定を実施する。 
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 記号説明 
TSS 供試品 
VA，VK 隣接端子間（防護端子間）電圧 
VG ゲート端子電圧 
D 直列ゲート阻止ダイオード 
RG 指定する上昇率（di/dt 及び dv/dt 特性）の試験波形発生器 
PS 直流電源（指定するゲートバイアス電圧 VGGに設定する） 
CT 変流器又は同等品 
CRO 2 チャンネルのオシロスコープ又は同等品 
I CRO の電流端子 
 

図 C.5－ゲートスイッチング電流 IGSM，ゲートスイッチング電荷 QGS 及び 
ゲート隣接端子間ブレークオーバ電圧 VGK(BO)，VGA(BO) の試験回路 
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 記号説明 
TSS 供試品 
VA，VK 隣接端子間（防護端子間）電圧 
VG ゲート端子電圧 
RG 指定する上昇率（di/dt 及び dv/dt 特性）の試験波形発生器 
PS 直流電源（指定するゲートバイアス電圧 VGGに設定する） 
CT 変流器又は同等品 
CRO 2 チャンネルのオシロスコープ又は同等品 
I CRO の電流端子 
 

図 C.6－直列ゲート阻止ダイオードを内蔵した TSS のゲートスイッチング電流 IGSM，ゲートスイッチン

グ電荷 QGS及びゲート隣接端子間ブレークオーバ電圧 VGK(BO)，VGA(BO) の試験回路 

C.8 ピークゲートスイッチング電流，IGSM 

この試験の目的は，TSS が電圧を制限するときにゲート端子に供給する電流のピーク値を決定し，過度

の電圧上昇が生じないように，TSS のゲートに供給する電圧及び電流の設計情報を提供することである。

図 C.5 又は図 C.6 に示す適切な回路を用いて，指定するゲートバイアス電圧 VGG をゲートに印加し，TSS
の防護端子間に接続した試験波形発生器で TSS をオン状態にスイッチングする。ゲート電流のピーク値

（ピークゲートスイッチング電流 IGSM）は，電圧を制限中に測定する。試験波形発生器は，遅い上昇率で

のブレークオーバ電圧 V(BO)の決定（7.4.5 参照）に用いた発生器と同等とする。 

ゲート付き TSS のスイッチング極性は，別々に試験及び測定を実施する。 
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C.9 ゲート隣接端子間ブレークオーバ電圧，VGK(BO)，VGA(BO) 

この試験の目的は，TSS のゲート供給電圧とブレークオーバ電圧との電圧差を決定し，ゲート供給電圧

及び上昇率の範囲内で，ブレークオーバ電圧値の計算を可能とすることである。図 C.5 又は図 C.6 に示す

適切な回路を用いて，指定するゲートバイアス電圧 VGG をゲートに印加し，TSS の防護端子間に接続した

試験波形発生器で TSS をオン状態にスイッチングする。 

ゲート隣接端子間ブレークオーバ電圧（ブレークオーバポイントでの P ゲート TSS のゲートとカソード

との間の電圧又は N ゲート TSS のゲートとアノードとの間の電圧）を測定する（図 C.7 の例を参照）。試

験波形発生器は，ブレークオーバ電圧 V(BO)の決定（7.4.5 参照）に用いた発生器と同等とする。この試験で

は，ブレークオーバポイントでの P ゲート TSS のゲートとカソードとの間の電圧 VGK(BO)，又は N ゲート

TSS のゲートとアノードとの間の電圧 VGA(BO)を決定する。 

注記 対応国際規格の誤記であり，“図 43”を“図 C.7”に修正した。 

ゲート付き TSS のスイッチング極性は，別々に試験及び測定を実施する。 
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 記号説明 
VK 隣接端子間（防護端子間）電圧 
VGK(BO) ゲート隣接端子間ブレークオーバ電圧 
VGG ゲートバイアス電圧 
IG ゲート電流 
QGS ゲートスイッチング電荷 
IK 隣接端子間（防護端子間）電流 
 

図 C.7－P ゲート TSS の VGK(BO)及び QGS を示す電圧制限（スイッチング）波形 
（diK/dt＝10 A/µs，VGG＝－72 V で測定） 

  

 

時間 t（µs） 時間 t（µs） 

電圧 電圧 

電流 
電流 

時間 t（µs） 時間 t（µs） 

a) 全体波形 b) 拡大波形 
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附属書 D 
（規定） 
推奨値 

D.1 一般 

この附属書は，2 端子 TSS のパラメータの推奨値を示す。V(BO)，VDRMなどの特定のパラメータは，定義

で規定する関連があるが，IH などのパラメータは，基本的に独立している。製造業者は，D.2 及び D.3 に

示す幾つかのパラメータに対して，共通の値を定めることに同意しておらず，ここでは，技術的能力だけ

を示すことが可能である。 

D.2 ブレークオーバ電圧，V(BO) 及び繰返しピークオフ電圧，VDRM 

V(BO) / VDRM の比は，製法及び VDRM に依存している。VDRM に対する V(BO) / VDRMの変化を，図 D.1 に示す。 
 

 
図 D.1－VDRM の値に対する V(BO) / VDRM の比 

製造業者は，より低い VDRM を得るために，VDRMが約 50 V 未満の場合，製法を変えており，これによっ

て，V(BO) / VDRM の比が増加する。可能な V(BO)として何が望ましいかを示す手引きとして，図 D.1 に示す“近

似曲線”を用いて，V(BO)を求めたグラフを，図 D.2 に示す。 
 

 

 
V(BO) / VDRM 

VDRM（V） 

● 製造業者の V(BO) / VDRM の比 

‥‥ 近似曲線 
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図 D.2－VDRM に対する V(BO) 

D.3 オフ状態静電容量，Co，繰返しピークオフ電圧，VDRM 及び非繰返しピークインパルス電流，IPP 

TSS のチップ寸法は，非繰返しピークインパルス電流 IPP（定格値）に主に関連している。TSS の静電容

量は，チップ上のブレークダウン領域及びブレークダウン電圧によって主に決まる。繰返しピークオフ電

圧 VDRM が 58 V，90 V 及び 180 V での，直流バイアス VDC に対するオフ状態静電容量 Co の変化を，図 D.3
に示す。 
 

 
図 D.3－異なる直流バイアスでのオフ状態静電容量 Coの変化 

  近似曲線 

V(BO)（V） 

VDRM（V） 

 
静電容量 Co

（pF） 

直流バイアス VDC（V） 
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非対称及び対称のサイリスタ部品に対応し，実効値 1 V の交流バイアスでの測定において，印加電圧の

極性が反転することを防ぐため，推奨する直流バイアスは，2 V とする。デジタル信号のひずみの原因は，

静電容量の絶対値ではなく，印加電圧による静電容量の変化である。二つの直流バイアスによる静電容量

の変化は，一つの直流バイアスによる静電容量よりも，判断基準が優れている。TSS の VDRM が許容する場

合，静電容量測定のための二つ目の直流バイアス VD は，50 V とすることが望ましい。デジタルに適用す

る場合，直流バイアスを 2 V から 50 V とした時の静電容量の変化は，より適切な静電容量値となる。 

D.4 保持電流，IH 

温度による保持電流 IHの変化は，予測可能である。指定する保持電流 IHの測定は，周囲温度 25 ℃で十

分である。VDRM が 50 V を超え，IPP（定格値）が 10/1 000 の波形で 100 A 以下の TSS 部品の場合，保持電

流 IHの代表的な最小電流値は，150 mA 及び 225 mA である。VDRM が 50 V 未満の TSS 部品の場合，製法及

び用途が異なるため，代表的な保持電流 IH は，多くが 50 mA である。また，IPP（定格値）が 10/1 000 の波

形で 200 A の TSS 部品の場合，代表的な保持電流 IHは，多くが 50 mA である。 

D.5 非繰返しピークインパルス電流，IPP及び波尾長（継続時間） 

チップ寸法，評価手法，及び適用する安全マージンの手法に違いがあるため，サージ継続時間に対する

IPP を表す，標準化した共通のグラフはない。幾つかの TSS 製造業者間の IPP の違いを，図 D.4 に示す。図

D.4 は，2/10，8/20，10/160，5/320，10/560 及び 10/1 000 の電流波形での IPPを測定し，グラフで表してい

る。 

製造業者が用いる 10/1 000 の波形での推奨する IPPは，30 A，45 A，50 A，80 A，100 A 及び 200 A であ

る。 
 

 
図 D.4－個々の IPP（10/1 000 波形）におけるサージ継続時間に対する IPP 

  

 

サージ継続時間（µs） 
 

 

10/1 000 波形で 200 A 
10/1 000 波形で 100 A 
10/1 000 波形で 80 A 
10/1 000 波形で 50 A 
10/1 000 波形で 45 A 
10/1 000 波形で 30 A 

 
IPP 

（A） 
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附属書 JA 
（規定） 

TSS の基本性能及びデバイスの説明 

JA.1 基本機能及びデバイスの説明 

この附属書は，基本デバイス構造，等価回路，特性値，使用パラメータ及び付加機能の構造を扱ってい

る（箇条 4 参照）。 

JA.2 基本デバイス構造 

TSS は，シリコンチップに N 形層及び P 形層を繰返し形成することで製造可能である。基本的なサイリ

スタは，三つの PN 接合をもつ 4 層構造である［図 JA.1 a)参照］。1 層はシリコン基板自体（P 形又は N 形

シリコン）に作り，更に 3 層を PNPN 構造として形成する。P 形及び N 形層への電気的接続は，金属電極

によって形成する（図 JA.1 の上下斜線部に示す。）。簡略化した 3 種類の片方向サイリスタ構造を図 JA.1
に示す。一旦スイッチオンすると，基本的なサイリスタは微小電流値まで導通を維持する。一方，TSS は

十分に大きい電流値でスイッチオフしなければならない。PN 接合を電極と抵抗短絡することで，大きいス

イッチオフ電流値を得ることが可能である。図 JA.1 b)は P 形部のカソード電極への抵抗短絡を示し，図

JA.1 c)は N 形部のアノード電極への抵抗短絡を示す。スイッチング象限は，上のアノード電極が下のカソ

ード接続に対して正電位の場合に起こる。 
 

 

図 JA.1－サイリスタの簡略化構造 

JA.3 デバイス等価回路 

図 JA.1 に示す構造に基づき，図 JA.2 にカソード短絡（P 形短絡）TSS 及びアノード短絡（N 形短絡）

TSS の等価回路の導き方を示す。次に図 JA.2 a)を用いてカソード短絡 TSS の導き方を示すが，図 JA.2 b)
のアノード短絡 TSS についても同様である。構造構成図において，簡略化構造は四つのシリコンブロック

に分割可能である。カソード電極に接続した第一の NPN 部は，NPN トランジスタ TR1 を形成する。第二
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の NP 部は，アバランシブレークダウンダイオード D1 を形成する。アノード電極に接続した第三の PNP
要素は，NPN トランジスタ TR2 を形成する。カソード電極に接続した最後の P 部は，短絡抵抗 R1 を形成

する。各部の相互接続を太い水平線で示す。 
 

 

図 JA.2－TSS 構造の等価回路 

等価回路図は，構造構成図で定義した回路要素から導いた回路図である。トランジスタ TR1 及びトラン

ジスタ TR2 は回生動作的ペア(regenerative pair)として接続する。不動作条件では，これらのトランジスタ

はオフ状態にあり，高い回路インピーダンスを示す。十分な正の電圧を印加すると，ダイオード D1 はブ

レークダウンして電流をトランジスタのベース領域に供給する。初期状態ではトランジスタ TR2 が導通

し，トランジスタ TR1 のベース－エミッタ間の短絡抵抗 R1 が電流をバイパスする。この条件においてデ

バイスの電圧電流特性は，トランジスタ TR2 の BVCEO 特性で決まる。十分な電流が短絡抵抗 R1 に流れる

と，トランジスタ TR1 の導通が開始するために，トランジスタのペアは回生し，低電圧のオン状態にスイ

ッチ（クローバ動作）する。トランジスタのペアは，導通電流が少なくなり，動作トランジスタ TR1 の短

絡抵抗における電圧の維持が不可能となるまでこの状態を維持する。トランジスタのペアがスイッチオフ

（非ラッチング）動作を始めるときの電流を保持電流と呼ぶ。構造及び回路図では，回路要素が構造に対

して適切な位置となるように，簡略化構造上に等価回路を重ねている。 

JA.4 スイッチング象限特性 

注記 TSS のスイッチング特性は，次に示す四つの領域からなっている（図 JA.3 参照）。 
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b) ブレークダウン 

c) 負性抵抗 

d) オン状態 
 

 

図 JA.3－TSS のスイッチング特性 

JA.4.1 オフ状態領域 

オフ状態領域は，電圧電流特性の高抵抗・小電流部である。この領域は，原点からブレークダウンの手

前まである。オフ電流は，逆接合電流及び表面漏れ電流の合計である。この領域では，次に示すような二

つの測定がある。 

－ 直流のオフ電圧（VD）印加において測定するオフ電流（ID） 

－ 定格繰返しピークオフ電圧（VDRM）印加において測定する繰返しピークオフ電流（IDRM） 

JA.4.2 ブレークダウン領域 

ブレークダウン領域は，電圧電流特性の低抵抗・高電圧部である。この領域は，電圧電流特性の小電流

部分の変化が，電流の増加によって高い動的抵抗部から十分に低い動的抵抗に移行するところで始まる。

最終的にこの領域は，十分なサイリスタ回生電流によってスイッチング起動を生じるときに終了する。ブ

レークダウン領域の終わりは，サイリスタの設計及び温度に依存し，開始電圧よりも高くなっても又は低

くなってもよい。この領域の低抵抗特性は，接合のアバランシブレークダウンにトランジスタ動作を含ん

だ結果である。ブレークダウン領域で生じる最大電圧は，ブレークオーバ電圧［V(BO)］と定義する。付加

的に，指定するブレークダウン電流［I(BR)］（正性ブレークダウンスロープ TSS デバイスの場合）のブレー

クダウン電圧［V(BR)］並びにスイッチングポイントの電圧（VS）及び電流（IS）を測定してもよい。 

JA.4.3 負性抵抗領域 

負性（負の傾きをもった）抵抗領域は，ブレークダウン領域のスイッチングポイントからオン状態に移

行する軌跡を表す。この領域は動的状態であり，オン状態の条件に到達するまでサリスタ間の電圧を引き

下げるような増加電流要求に起因するサイリスタの回生電流が時間とともに増加する。 

JA.4.4 オン状態領域 

オン状態領域は，電圧電流特性の低抵抗・大電流部である。オン状態条件でサイリスタは十分に回生し，

この電流によって最小の電圧降下を生じる。オン状態条件を維持する最小電流を，保持電流（IH）として
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定義する。この値未満の電流では，サイリスタはスイッチオフとなる。 

JA.5 TSS の性能基準 

注記 TSS の特性は，三つに分類することが可能である。 

a) システム負荷：電流特性図，保持電流及び静電容量によっている。 

b) 機器防護：侵入するピーク電圧及び故障モードとして定義している。 

c) 耐久性：サージ寿命及び環境寿命として評価している。 

JA.5.1 システム負荷 

通常のシステム動作において，TSS は無影響であることが望ましい。TSS は，スタンバイ状態若しくは

最大信号状態での過大な電流通過，サージ後の通常動作への未復帰又は静電容量の差異によるライン不平

衡によって，システム負荷とならないほうがよい。 

スタンバイ状態での負荷は，パラメータのオフ電流 IDの範ちゅう（疇）である。多くの電話回線への適

用に対して，－50 V の試験バイアス電圧 VD は適切である。オフ電流は，温度に従って増加するため，こ

のパラメータは，想定されるシステムの最高周囲温度における最大値として規定する必要がある。 

主な電圧クリッピングなしの最大システム電圧は，二つのパラメータの一つとして定義することが可能

である。TSS が最高信号振幅においてオフ状態を維持することを保証するために，繰返しピークオフ電圧

VDRM は，このレベルよりも低くてはならない。多くのシステムでは，数ミリアンペアのクリッピング電流

は，システム動作の妨げとはならない。このような場合，正性ブレークダウンスロープをもつ TSS デバイ

スに対して，小電流［I(BR)＝1 mA］のブレークダウン電圧 V(BR)は，最高信号振幅に等しいと規定すること

が可能となる。これらの両パラメータの電圧値は，低温で低下するため，要求値は，想定されるシステム

の最低周囲温度で規定することが望ましい。 

TSS によって信号線を大地に対して防護している場合，ラインの不平衡は，防護器の静電容量の差異に

よって生じる。TSS のオフ状態静電容量は，接合温度 TJ の上昇によって増加し，直流電圧 VD 及び交流信

号電圧 Vd からなるバイアス電圧の増加に従い減少する。VD≫Vd の場合，静電容量は，Vd の値に対して無

関係となる。通常の電気通信周波数の範囲では，静電容量は一定であることが必須である。一対の TSS の

静電容量差異を正確に評価するには，通常動作を反映した試験条件でなければならない。 

TSS が，サージ電流を分流するためにオン状態に移行し，サージ後に通常動作へ復帰するためにスイッ

チオフしなければならない。TSS の保持電流 IHは，スイッチオフ電流を決定する。接合温度及び回路イン

ピーダンスの増加は，保持電流値を低下させる。保持電流は，最悪条件（例えば，電源回路インピーダン

ス及びデバイス接合温度が最大となる場合）で，最大直流ライン電流よりも大きいことが望ましい。一般

に，最大接合温度は，想定される最高周囲温度での交流電力サージ後に発生する。 

JA.5.2 機器防護 

防護の目的のため，TSS の端子ピーク電圧は，全ての過電圧条件下で機器の定格電圧を超えてはならな

い。幾つかの適用では最大サージレベルが不明であり，過大なサージレベルによって起こる故障が望まし

い故障モードとなるように設定しなければならない。 

過電圧は，インパルス又は比較的長い交流ストレスに依存する。交流サージ条件では，加熱及び結果と

して生じる接合温度上昇がブレークオーバ電圧を上昇させる。小電流では，加熱はブレークダウン領域の
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損失に依存する。大電流は，オン状態領域における主損失の原因となる。ピークインパルス電圧は，上昇 
増加のインパルスの上昇率に従い増加する。 

サージが TSS の能力を大きく超える場合には，TSS は破壊する。電気通信分野での適用では，二つの防

護のクラス（一次及び二次）がある。一次防護は，ストレスのあるエネルギーの大部分が指定したインタ

フェースを超えて波及することを防止するシステム位置に適用する。二次防護は，一次防護の後に適用し，

より小さく，より限定的なストレスレベルに対応する。過大なサージ条件下では，一次防護器が短絡によ

って破損することで，更なるサージの波及を防止することが望ましい。一次防護器は，故障モードが安全

で効果的であることを保証するために，一般に破壊試験を実施する。 

JA.5.3 耐久性 

TSS は，適切な耐用年数及び設計寿命をもっていなければならない（一般的には 20 年程度）。この期間

の大部分は標準動作条件下での値であり，製品は期待寿命を検証するための一連の環境加速試験に合格し

なければならない。サージ条件は小さいが，耐久寿命の重要な部分を占めている。サージに対する耐久性

は，各種の電流レベルで防護器に繰返しサージを印加することによって評価する。 

JA.6 追加の TSS 構造 

JA.6.1 ゲート付き TSS 

これらのデバイスは，スイッチング領域特性を制御するゲート（G，g）端子及び防護機能を備えた二つ

の主端子をもっている。追加端子を TSS の中間の P 形又は N 形層若しくは複合形 NP 領域に接続する 3 ゲ

ートタイプも可能である。ゲート制御なしの動作も許容するよう設計しているゲート付き TSS もある。ゲ

ート制御なしの場合，デバイスの動作及び特性は，定電圧 TSS と同じである。 

全てのゲート付き TSS は，回生動作的ペアとして接続される PNP トランジスタ及び NPN トランジスタ

と等価である（図 JA.2 参照）。不動作状態において，このトランジスタ対はオフ状態にあり，高回路イン

ピーダンスを示す。ゲート端子層及びその隣接した主端子層は，PN 接合を形成する。電流がこの PN 接合

によって導通すると，電荷キャリアはトランジスタ対に注入される。十分なゲート電流が流れるとトラン

ジスタ対は回生動作し，低電圧オン状態にスイッチ（クローバ動作）する。トランジスタ対は，主電流が

非常に少なくなりトランジスタ対の導通を維持できなくなるまでこの状態を保持する。 

ゲート電流には，二つの電流ループが起こり得る。一つは，ゲート電流を生成する回路がゲート端子及

び隣接した主端子に接続する場合であり，もう一つは，ゲート電流を供給する回路が主端子間に接続する

場合である。TSS がオフ状態にある場合，実質的には主端子間に流れる電流は存在しない。この状態で電

流のループは，ゲートとその非隣接主端子との間に接続する回路によって完了する。隣接主端子及びゲー

ト端子が電流経路を構成し，ゲート網を通して非隣接主端子に至る（図 C.5 参照）。 

これらのデバイスを用いる通常の回路は，共通ゲート構成である。防護した IC 供給電圧のような外部基

準電圧でゲートをバイアスすることで，防護電圧は基準電圧値になる。 

アノードに対して負にゲートバイアスした P ゲートデバイスは，アノードに対して負の過渡電圧防護を

行う。同様にカソードに対して正にゲートバイアスした N ゲートデバイスは，カソードに対して正の過渡

電圧防護を行う。これらのデバイスは，従来の方法で電流トリガすることも可能となる。これは，ゲート

と隣接電極とを被保護回線の抵抗で直列接続することによって達成できる場合もある。 
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JA.6.2 片方向阻止 TSS 

この構造（図 JA.4）のスイッチング象限動作についての内容は，JA.4 に含む。固有の（一定の）ブレー

クダウン電圧は，ゲート制御（片方又は両方のゲートを用いること）によって下げることが可能となる。

P 形短絡 TSS の場合は，非スイッチング象限において逆バイアスした NP アノード接合が電流を阻止する。

N 形短絡 TSS の場合は，同様に PN カソード接合が電流を阻止する。 
 

 

図 JA.4－片方向阻止 TSS 

JA.6.3 片方向導通 TSS 

この構造（図 JA.5）のスイッチング象限動作についての内容は，JA.4 に含む。固有の（一定の）ブレー

クダウン電圧は，ゲート制御（片方又は両方のゲートを用いること）によって下げることが可能となる。

非スイッチング象限で，電流は順バイアス PN ダイオードを流れる。 
 

 

図 JA.5－片方向導通 TSS 

JA.6.4 双方向 TSS 

この TSS は，第一及び第三象限でスイッチングするように逆並列に接続した二つの片方向阻止領域をも

つ（図 JA.6 参照）。それぞれの象限での固有の（一定の）ブレークダウン電圧は，適切な一つ又は複数の

ゲートを制御することによって下げることが可能となる。 
 

  

a) カソード短絡 b) アノード短絡 

アノード 

カソード 

Ｎ形ゲート電極 

R1 

D1 

TR1 

TR2 

N 

N 

P 

P 

TR1 

TR2 

R1 
1 

D1 

N 

N 

P 

P 
P 形ゲート電極 

Ｎ形ゲート電極 

アノード 

カソード 

P 形ゲート電極 

  

a) カソード短絡 

P 形ゲート電極 

サイリスタアノード電極 

R1 

D1 

TR1 

TR2 

N 

N 

P 

P 

D2 

TR1 

TR2 

R1 

D1 

N 

N 

P 

P 

D2 

サイリスタカソード電極 

P 形ゲート電極 

N 形ゲート電極 

サイリスタアノード電極 

サイリスタカソード電極 

N 形ゲート電極 

b) アノード短絡 



78 
C 5381-341：9999  

  

著作権法により無断での複製，転載等は禁止されております。 

 

図 JA.6－双方向 TSS 

JA.6.5 双方向トライアック TSS 

この双方向 TSS は，一つのゲート端子で両象限での制御を可能にする 特殊なゲート構造をもつ（図 JA.7
参照）。これは，標準的トライアック（交流制御用 3 端子）構造である。この図は等価回路としては不完全

であり，単にゲートトリガが主端子 2（MT2）と同じ極性のゲートトリガに対応した回路要素を示してい

る。 
 

 

図 JA.7－双方向トライアック TSS  
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附属書 JB 
（参考） 

JIS と対応国際規格との対比表 
 

JIS C 5381-341 IEC 61643-341:2020，（MOD） 
 
a) JIS の箇

条番号 
b) 対応国際

規格の対

応する箇

条番号 

c) 箇条ご

との評

価 

d) JIS と対応国際規格との技術的差異の

内容及び理由 
e) JIS と対応国際規格

との技術的差異に対

する今後の対策 

箇条 4 箇条 4 追加 附属書 JA の引用箇所を追加している。 この附属書 JA の内容を

含めて IEC 61643-342 の

審議が開始されている。 
附属書 JA なし 追加 対応国際規格の旧版で記載されていたもの

が削除されたため，TSS の基本性能及びデ

バイスの説明を追加している。 

この附属書 JA の内容を

含めて IEC 61643-342 の

審議が開始されている。 
注記 1 箇条ごとの評価欄の用語の意味を，次に示す。 

－ 追加：対応国際規格にない規定項目又は規定内容を追加している。 
注記 2 JIS と対応国際規格との対応の程度の全体評価の記号の意味を，次に示す。 

－ MOD：対応国際規格を修正している。 

 
 




